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開会 

 

○司会（仲業務部長） ただいまから吸収源ＣＤＭ国際フォーラムを開催させていただきます。 

 私は、本日の司会進行をさせていただく国際緑化推進センターの仲と申します。よろしくお

願いいたします。 

 まず初めに、何点かの事務的な連絡をさせていただきます。 

 まず、皆様お手元に配付されております同時通訳のレシーバーですけれども、正面向かって

横に赤いボタンがございます。押すとオンとオフがきりかわります。そして、チャンネルの１

が日本語、チャンネルの２が英語と、そういうことになっておりますので、適宜お使いいただ

ければ幸いかと思います。 

 それから、皆様の資料でございますが、本日の式次第です。それから、アンケート用紙を入

れさせていただいております。今後のこのフォーラムの改善にも資したいと思いますのでお帰

りの際に出口のところで提出いただければ幸いかと思っております。 

 それから、６人の先生方からプレゼンテーションいただきますので、各先生ごとに表紙をつ

けさせていただいてプレゼンテーションの冊子が入っております。もし６人の講師の方が欠け

ている、あるいはダブっていると、そんなことがございましたら事務局の方にお申しつけくだ

さい。 

 後に、本日の進行です。１時から一応４時ないし４時半ぐらいをめどとさせていただいて

おります。冒頭お二方からごあいさついただきまして、ご報告は、先ほど申し上げたとおり、

６人の先生方からご報告いただいて、おおむね各先生方10分ないし20分程度ということでご報

告いただく予定になっています。そのご報告が終わりましたら10分程度の休憩をとらせていた

だきます。そして、再開後のパネルディスカッションでは、早稲田大学の天野先生にコーディ

ネーターをお願いすることとしております。 

 以上、冒頭に事務連絡を申し上げました。 

 

主催者挨拶 

 

○司会 それでは、これから開催させていただきます。 

 開催に先立ちまして、主催者でございます国際緑化推進センター理事長、伴からごあいさつ

申し上げます。 
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 理事長、よろしくお願いいたします。 

○伴国際緑化推進センター理事長 紹介いただきました伴でございます。一言あいさつを申し

上げたいと思います。 

 本日は、林野庁の支援をちょうだいしましてＣＤＭの吸収源国際フォーラムを開催いたしま

したところ、大変お忙しい中、講師の先生方においでをいただき、また、多くの方の参加をち

ょうだいいたしまして、御礼申し上げます。 

 また、林野庁からは、公務の大変お忙しい中、石島林野庁次長の出席を賜りまして、御礼を

申し上げます。 

 地球温暖化問題は、日を増すごとに大変厳しい状況になっているのではないかというふうに

思っております。去る２月２日にＩＰＣＣの第４次の報告がなされたところでございまして、

皆さん十分ご案内のとおりであります。いろいろな問題を含んでおりますけれども、３次報告

以降の６カ年間に膨大なデータを集めまして、それを分析し、その成果を公表したものという

ことであります。一言で言いますと、やはり地球温暖化の原因は人間の活動であるということ

がまず明確になったのだと思っておりますし、もう一つは、このまま放置いたしますと21世紀

末には深刻な影響が出るということがはっきりしたということではないかと思っています。 

 日本においても、現在、６％の削減目標というものがあるわけでございますけれども、 近

の公表データでは、むしろ減らずに、８％以上増えているということでありまして、あとの少

ない期間に14％も削減を図らなければいけないというような厳しい状況にあるのではないかと

思っています。 

 森林の分野におきましては、林野庁が地球温暖化防止森林吸収源10カ年の計画というものを

つくりまして、森林整備等を中心に計画的に事業の実施を図って、成果を上げておるような状

況でありますし、また、特に平成18年度におきましては、七、八百億の大きな追加の予算とい

うものも計上したというふうに伺っておるところであります。しかしながら、あとの残期間と

いうものは非常に短いわけでありまして、トータルとしての６％の削減というものは非常に難

しい状況ではないかと私は思っております。 

 しかも、日本においては新規の造林をするような森林がないのに等しいわけでありまして、

保育管理といいますか、通常の林業経営から生ずるもの以外に手法がないというような状態で

あります。そういう意味で、ＣＤＭの植林というものは極めて重要な事業であるというふうに

考えております。 

 本日は、講師といたしまして、ＣＤＭの理事をされている方、そしてＩＰＣＣの吸収源の専
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門家の方、そしてＣＤＭ植林の１号を登録された方、そして現在ＣＤＭの植林の計画を進めて

おいでの方、そしてまた審査機関の方、そして行政官という非常に幅広い分野から先生方がお

いでいただきまして、また御礼を申し上げたいと思います。きょうはきっとすばらしい報告が

あるにちがいないと私は信じております。 

 後になりますが、このフォーラムが有意義なものであって、ＣＤＭ植林の事業が推進され

ることをお願い申し上げまして、主催者のあいさつとさせていただきます。 

 きょうはどうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 理事長、どうもありがとうございました。 

 

来賓挨拶 

 

○司会 それでは、本日、常日ごろから私ども国際緑化推進センターにご指導、ご鞭撻を賜っ

ております林野庁の石島次長が、本当に公務ご多忙のところご出席いただいております。 

 石島次長、ごあいさつをいただきたいと思いますが。よろしくお願いいたします。 

○石島林野庁次長 ご紹介をいただきました林野庁次長の石島でございます。 

 国際緑化推進センターの主催によります吸収源ＣＤＭ国際フォーラム、今回で第７回を数え

るに至りましたが、その開催に当たりまして一言ごあいさつ申し上げます。 

 今回も、植林ＣＤＭに携わっていらっしゃる方々、また関心をお持ちの方々がたくさん本フ

ォーラムにご出席をいただいております。心から歓迎申し上げる次第です。 

 また、イタリア、中国と海外からお越しいただいた皆様方を初めといたしまして、後ほどお

話をいただきます皆様方には、お忙しい日程の中時間を割いていただきまして、厚く御礼を申

し上げる次第でございます。 

 皆様ご存じのことではありますけれども、植林ＣＤＭにつきましては、そのルールなどの決

定が平成15年のＣＯＰ９となりまして、排出源関連のＣＤＭよりも２年おくれまして、また、

一定の制約のあるものになっております。 

 しかしながら、近年多くのプロジェクト案が策定されてきておりますし、昨年の11月には、

今回いらしていただいております張博士が携わっておられます中国コウセイ自治区の案件が植

林ＣＤＭプロジェクトの第１号として登録されましたことを心からお喜び申し上げる次第でご

ざいます。また、我が国関係者によります植林ＣＤＭプロジェクト案も、その方法論につきま

して審査中でありまして、承認に非常に近いものもあるというふうに伺っております。 
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 このように、技術的にもプロセス的にも複雑でご苦労の多い植林ＣＤＭではございますけれ

ども、本日講演していただく方々を初めといたしまして、ご参加いただいている皆様方から、

これまでの経験ですとか知見を分かち合っていただきまして、関心をお持ちの方々や具体的な

プロジェクト案を検討中の方々にアドバイスをしていただければというふうに考えております。 

 京都議定書につきましては、おととしの２月に発効しております。我が国といたしましては、

これを履行いたしますために、同じくおととしの４月に京都議定書目標達成計画を閣議決定い

たしておるところでございます。この中で、我が国の温室効果ガスの削減目標６％のうち、３

分の２に当たります分を国内の森林で吸収をすると、これが目標となっているところでござい

ます。 

 林野庁といたしましては、この目標の達成に向けまして、多様で健全な森林の整備と保全、

また、木材利用の推進などを柱といたします森林吸収源対策を積極的に進めているところでご

ざいます。 

 また、この目標達成計画では、京都メカニズムにつきましても推進、活用に取り組むという

ふうにされております。植林ＣＤＭにつきましては、エネルギーの消費が限定的で、また、温

室効果ガスの排出が少ない開発途上国においても実施可能でありますので、ＣＤＭ事業の地域

間格差の是正にも資するものでありますことから、多くの途上国が参加できる仕組みとして大

きな期待が寄せられているところでございます。 

 さらに、植林ＣＤＭを活用いたしまして造成された森林につきましては、地球温暖化の防止

のみならず、水源の涵養ですとか災害の防止などの多面的機能の発揮を通じまして地域の住民

の方々にも大きな恩恵を与え、また、開発途上国の持続的な発展にも大きく寄与していくもの

と考えております。 

 私どもといたしましても、技術マニュアルの作成ですとか国内外の人材の育成、また、基礎

情報の収集、さらに分析などの支援を通じまして植林ＣＤＭの推進を図ってきたところでござ

います。本フォーラムの成果も踏まえまして、今後ともこうした取り組みをさらに進めてまい

りたいと考えております。 

 後になりましたが、このフォーラムがここにご参集の皆様方に大きな成果をもたらすもの

でありますことを祈念いたしまして、簡単ですが、ごあいさつにさせていただきます。 

○司会 石島次長、本当にありがとうございました。 
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ＥＢなどの情報 

赤堀聡之（林野庁海外林業協力室課長補佐） 

 

○司会 それでは、ただいまから６人の先生方のご報告に入らせていただきますが、演壇の移

動がございますので、ちょっとお待ちいただきたいと思います。 

 それでは、１番目の報告ということで、林野庁計画課の赤堀課長補佐によろしくお願いいた

します。 

  

 赤堀課長補佐は、私ども国際緑化推進センター全般のご指導、ご鞭撻を賜っているわけでご

ざいますが、例えば今回のこのフォーラムにつきましても、予算措置していただいて、ご助力

いただいたところでございます。それから、いわゆるＣＯＰの会議につきましても、我が国政

府代表団の一員として議論にも参加されて、この植林ＣＤＭに係る世界的な議論についての深

いバックグラウンドをお持ちでございます。そういうことできょう講師をお願いしたところで

ございます。 

 赤堀課長補佐、よろしくお願いいたします。 

○赤堀 ただいまご紹介にあずかりました林野庁の赤堀でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 今ご紹介にあずかりましたように、政府の立場として、関係の会議への出席、あるいは、石

島次長の方からも申しましたけれども、技術マニュアルの作成、キャパビル等々に携わらせて

いただいております。 

 私の方からは、ＡＲ／ＣＤＭに関してどのような情報があるかということを一部ご紹介させ

ていただきたいと思っております。まず一番メーンのところとしまして、ＵＮＦＣＣＣ／気候

変動枠組み条約の事務局のホームページがございます。皆様もうご存じかもしれませんが、そ

のＣＤＭのページに、ＣＤＭ理事会／ＥＢや植林ワーキンググループなどの動きや、そこで出

された決定文書等々が掲載されてございます。 

 それから、林野庁の方でヘルプデスクというものを構えさせていただいております。林野庁

のホームページに入っていただきますと、左側の方にヘルプデスクというバナーがございます。

後でご紹介しますが、植林ＣＤＭの解説書としてロードマップといったものを掲載してござい

ます。ほかにも幾つか情報がございます。 

 三つ目ですが、海外産業植林センターさんの方で、方法論あるいはツールといったものにつ
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いての翻訳版を載せていただいております。 

 それから、私ども林野庁ではありませんが、海外環境協力センターの方で京都メカニズムの

情報プラットフォームが設置されており、他にも地球環境センターといったところでＣＤＭ全

般につきましてのさまざまな情報を集めております。全体の動きにつきまして、こちらの方で

ご覧いただければと考えてございます。 

 昨今つくりましたロードマップでございます。これは１ページ目だけですけれども、道案内

ということで、どのような形で計画していったらいいか、あるいは申請していったらいいかと

いったものをご用意してございます。ぜひ皆様に見ていただきたいと思いますと同時に、いろ

いろ不備の点もあるかと思いますので、いろいろな感想、コメントがおありな場合は、ぜひホ

ームページの方にご連絡いただきたいと思っております。 

 後に一言ですが、さまざまな方がＡＲ/ＣＤＭに関わっておられるわけですが、実際に関

わられて、方法論あるいはＰＤＤの承認といったプロセスを通じて初めて得られる知見という

のもたくさんあると思います。そういったものをきょう皆様に分かち合っていただきたいと思

いますが、ぜひご参会の皆様にあっても、そういったものを私どものヘルプデスクなどにアド

バイスいただければと存じております。 

 よろしくお願いいたします。（拍手） 

○司会 赤堀課長補佐、どうもありがとうございました。 
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Ｂａｓｅｌｉｎｅ ａｎｄ Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ 

Ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ：ＡＲ－ＡＭ０００１ 

張 小全（中国林業科学研究院上席研究員） 

 

○司会 それでは、お２人目の報告ということで、中国からお越しいただきました張先生、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、ご紹介させていただきます。張先生にあられましては、中国の林業科学研究院、

我が国で言いますと森林総合研究所に相当する組織と承っておりますが、その林業科学研究院

におかれまして、森林林地の評価、あるいはバイオマスの測定、それからＣＤＭの一番基本と

なりますが、ＣＤＭ植林のベースラインとかモニタリング、これらの研究に従事しておられる

ところでございまして、承るところによりますと、ＩＰＣＣの温室効果ガスのインベントリー

のガイドライン、2006年にできたものでございますが、それのリードオーサーも務められたや

に承っております。 

 それでは、張先生、よろしくお願いいたします。 

○張 ありがとうございます。 

 皆様こんにちは。 

 まず、このメソドロジー、ＡＲ植林ＣＤＭにおける方法論についてお話ししたいと思います。

この方法論ということでありますけれども、これをできるだけ簡単なものにする必要がありま

す。と申しますのは、この手続あるいは方法論というのは非常に複雑でありまして、有効な方

法論というものが当時なかったわけです。ですから、できるだけスムーズに実行できるような

方法論を開発したいということがありました。 

 そして、非常に簡素化された方法論というもの、これをまず荒廃地に当てはめていくと。つ

まり、この荒廃地というのは経済活動にとりましては余り魅力のないもの、あるいは、この追

加性というものを正当化することが易しくなってくるわけであります。また、カーボンストッ

クが減少していく、炭素蓄積量が減少している、そこでＡＲの植林活動が行われていないとい

うような地域である必要があります。シンプルで、そしてまた保守的な前提条件というものを

設定していくというのがベースラインのシナリオになってまいります。 

 そして、この荒廃地における再植林でありますけれども、まず森林を回復していく、そして、

荒廃地における森林の回復を行うことによって我々はＣＤＭを実行していこうと。これは、木

を植え付ける、あるいは飛行機から種を散布するといったような形で植林を行ってまいります。
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また、その中で、定量的にも定性的にもやはり正当化できるものでなければならないわけであ

ります。また、荒廃地というものが続いていくだろうと思われる土地というものが対象になっ

てまいります。 

 そして、この土地を森林に転換するということでありますけれども、これは、木本植生の進

入･更新が自然に行われるところではそれは対象になってはならないわけであります。また、

土壌の整地に関しましては、そこで何らかの整地作業によりまして炭素排出が行われてはなら

ないわけであります。また、ベースラインの土地、経済的に魅力のない土地であるということ

が求められます。 

 荒廃地ということで見ますと、炭素蓄積量、これは土壌の有機物、またリターであるとか枯

死木物といったものにおけるカーボンストック、これが何らかの形で減少するか増加するかと

いったことが推定される部分ということであります。そして、こういうプロジェクトの活動が

ない場合に減るかもしれない、あるいはふえるかもしれないと。そうしたものが明確になるよ

うなシナリオが必要になってまいります。また、非常に放牧ということに関しましては限定さ

れていなければならないということであります。 

 また、昨年デモンストレーションが行われたわけでありますけれども、ベースラインのアプ

ローチ22の(a)というものが採用されました。 

 また、その他のメソドロジーの特徴といたしましては、まず第１にカーボンプールというも

のを検討していく必要があります。これは先ほども申し上げたとおりです。この方法というの

は、非常に保守的な前提条件を設定したと申し上げました。つまり、土壌が放棄されており、

またリターや枯死木など、それらのストックチェンジがゼロであると。全く炭素量の変化がな

いということであります。またさらに、いくらかの樹木が既に存在していることが許されると

いうこと、また、プロジェクトエリアの面積に対しての階層化ができるということであります。 

 また、土地利用、また被覆率、土地被覆マッブを使う、さらに衛星画像を使ってまいります。

さらにその中で、これはＥＢの中で、理事会の中におきましても、標準の追加支援のツールと

いうものを扱うということが決められております。 

 ベースラインのアプローチ22(a)でありますけれども、このアプローチ(a)、これは荒廃地に

適用されるものでありますけれども、この荒廃地が継続的に荒廃地であり続ける、つまり、何

らかの形での経済的、社会的な環境の変化が見られない、また、農業地への使用、あるいは商

業的な木材伐採であるとか、そうしたものが行われない、経済的に魅力のない土地であるとい

うようなところが対象になってまいります。 
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 また、明確な障害、財政的な、技術的な、あるいは組織的な障害というもの、あるいは市場

リスクといったようなものを考慮した場合にはアプローチ(a)が 善の選択肢であるという形

で正当化ができるわけであります。 

 次に、(b)というアプローチは余り選択されていません。まず、この荒廃地は経済的には魅

力がない。しかも、その代替的な経済的な魅力のある土地利用がないので。これは、もちろん

ＣＤＭの資金調達による植林は例外であります。 

 そして、(c)アプローチは、これは(a)に似ておりまして、これもまた(a)のアプローチの代

替として使うことが可能であります。 

 ほとんどのベースラインシナリオとしては、まず、このプロジェクト面積を階層化していき

ます。例えば土壌であるとか気候、それ以前の過去の土地利用、あるいは既存の植生がどうな

っているのか、あるいは植林される樹種が何かということ、また、植林の年はいつなのか、ま

た、人為的な人間による活動の影響があるのかどうかといったところを階層化して組み込んで

いきます。 

 その中で一番可能性のあるベースラインシナリオをセレクトしてまいります。その中で代替

的な土地利用が一番何が可能性があるかを特定していく。 も可能性のある、ふさわしいシナ

リオというのは、将来的にもそのプロジェクトの対象となる土地の荒廃した状況は変わらない

というところが示されなければならないわけであります。 

 また、実際植生の劣化というものが続くのか、また、ジョウランの継続があるのか、土壌劣

化があるので、そのために利用できない、あるいは自然に木本植物が侵入することはあり得な

いといったようなことが確認されてまいりました。 

 また、ベースラインのカーボンストックチェンジというものを決定してまいります。まず、

既存の木があるかないかというところで見てまいります。樹木がある場合、IPCC GPGの方法を

使います。また、収穫、イールドデータ、そしてさらに相対成長測定方式を使う、また、その

ローカル、あるいはその国特有の値を使うのか、あるいはIPCC GPGのデフォルト値を使うのか

というところを設定してまいります。 

 また、メソドロジーを見ますと、土地の適格性、エリジビリティーというものを見ていきま

す。これは、歴史的に見た土地利用の状況、また分布図はどうなっているのか。これは衛星画

像を見ていく、あるいはこのメソッドに対する土地所有者、地主へのインタビューをするとい

うこと、また、1990年代ころとプロジェクトが開始される前の一番直近のデータというものを

見てくる、このランドエリジビリティー、適格地であるかどうかということをまず明確にして



 - 10 -

まいります。そしてツールを設定し、そしてその条件、そしてプロジェクトをまず理事会の承

認にかけてまいります。 

 その中で何らかの形でのモディフィケーション、修正が必要かどうかということを探ってい

きます。もし、認定された方法論に関しましてはもうモディフィケーションは必要ないという

ことで、この部分については除外されました。 

 またさらに、追加性のテストを、これは理事会の方で追加性の証明ツールが出されておりま

す。 

 第１のステップといたしましては、これは単に劣化した状態が続くか否かということであり

ます。ＡＲ/ＣＤＭ活動がなかった場合にどういう状況なのかということを見ていきます。 

 次にステップ２、これは財務分析を行っていきます。これは、この荒廃地におきまして経済

的な利用価値はないということを明確にする。そこでオプション２というものが適用されない

と。そこでオプション１かオプション３、どちらかをレコメンドするわけであります。オプシ

ョン３がベンチマークのオプションになっていきます。中国の場合であります。また、世銀の

財務分析ツール、これはスプレッドシートでありますけれども、それを活用することを推奨い

たします。これは内部収益率、ＩＲＲなどを検証してまいります。 

 またさらにバリアの分析、障害の分析というものをしてまいります。どういうような障害が

あり得るのかということです。 

 さらに、この方法論によりまして排出量の制定、これを計算しますけれども、これは標準の

ＩＰＣＣのＧＰＧの方法論で行います。また、バイオマスに関しましてはローカルデータ、国、

が使われますし、また、ＧＨＧ排出量に関してのデフォルトデータ、これは固有、国のデフォ

ルト値を使うのか、ＩＰＣＣのＧＰＧで規定された値を使うのかということを見てまいります。 

 また、バイオマスにおける炭素量、これはメソッド１、これは増加･減少分を見てまいりま

すし、また、メソッド２というのは、これは蓄積変化法を用いてまいります。また、ＧＨＧ、

この排出に関しまして、化石燃料を使った場合、そして整地をした、地拵えをした、その結果

生じる排出量、例えば火入れ地拵え野焼きであるとかといったところを計算してまいります。

さらに、施肥によってどれだけのＧＨＧが発生するかということを見ていきます。 

 次に、漏出、リーケッジでありますけれども、これもプロジェクトの境界線外での化石燃料

使用によってどれだけの発生が、影響を受けてくるのかということ、また、活動の移転がない

場合、これはもともとその荒廃地が使われていない場合です。この漏出の状況を見てまいりま

す。 
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 また、不確実性についても取り組んでまいります。不確実性、そしてリスクの源というもの

を明確にしていきます。そして、そこで感度分析を行っていきます。さらに、適切な階層化、

あるいはフレームワークのサンプリングを行うということ、また、土壌炭素などの非常に高い

レベルでの空間的なばらつきを持った形でのプールの状況に対する方法であるとか、あるいは

非常に保守的な前提条件を設けることによってこの不確実性の削減を図ってまいります。 

 また、ワーキンググループのレビューアー審査、ディスクリビューのフィードバックを経て

まいります。通常はポジティブなものでありまして、また、方法に関しましては幾つかのコメ

ントが例えば出てまいりまして、まず１年目には、手順の改善、つまり、劣化の状況をどのよ

うに示すのか、あるいは自然の植生回復がないというようなことをどのように示すかというこ

とについてのデモンストレーションの改善についてのコメントが行われますし、また、クック

ブックタイプのアプローチをしてまいりまして、その階層化の詳細を出してまいります。さら

に、改善の要求項目といたしましては、データの不確実性を検討するということがあります。 

 また、かなりの大きな懸念事項のコメントとして、これはほかのカーボンプールについても、

例えばリターであるとか枯死木などについても追加するといったようなこと、これに関しては、

要求がありますけれども、これについては、カーボンプールから検討しなくてもいいという、

対象外にするということでAR-AM0001では結論が出されております。 

 こうしたいろいろな方法論についてのアプローチがありますけれども、この基本的なメソド

ロジー、方法論に基づいて、その他の方法論も構築がなされておりますし、モジュラータイプ

のアプローチをして幾つかの構成要素に分けていくということ、土壌であるとか枯死木、ある

いはリターなどがその一つの要素になりますし、また、窒素固定型の樹種の植林をした場合の

排出量はどうなるのかということも見ていきますし、また、例えば活動によって活動の移転、

つまり漏出、リーケッジが起きる可能性もあるわけでありまして、例えば放牧であるとか囲い

込み、フェンシング、あるいは薪を収集するというようなこと、人の移動などによって追加的

な形での発生が可能する場合もあるわけです。そのことを勘案してまいります。 

 また、この境界の策定に関しましてはＧＰＳを活用してまいります。また、方法論の中にお

きましては、この境界線をどのように引いていくのかということを検討しなければなりません

が、それをＧＰＳを用いて行います。そして、メソドロジーの承認を得た後は、こうしたＧＰ

Ｓを用いて境界線というのは一度承認されれば、その後は求められなくなります。 

 つまり、ある土地におきましてはやはり植林も難しい土地があるわけです。例えば非常に岩

稜帯であるとか、全体に見て、植林の境界線が設定されたとしても、その中で植林不能の地と
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いうものがある。これを特定して、その部分はやはりシンクから実際に差し引いていかなけれ

ばいけないわけです。その意味では、ＧＰＳ、こうした形でまずバウンダリーを明確にしてい

くことが有益になるかと思います。 

 また、どのように、なぜ我々が例えばこうした境界線を引くことにＧＰＳを使うことが正当

化されていないのかということですけれども、確かに方法論の中でこのＧＰＳを用いるという

ことがどのような形で説明をされて、その整合性があるのかというところがやはり課題となっ

ておりますので、ここを我々は改定をしていかなければならない。 

 その意味で、ＧＰＳで機械的に全てやるのではなく、やはり、よりやり易いアプローチをす

る。かなり山奥、深まったところ、人が入って実際に見ていくということが求められるわけで

すけれども、しかし、場合によっては非常に難しい、危険な場合もあるわけです。その場合に

は、やはりまたほかの方法というものを考えていかなければならなくなります。したがいまし

て、そうした個別の事情によりまして検討を加えていく必要がまた出てくることになるわけで

す。 

 以上です。ありがとうございました。（拍手） 

○司会 張先生、本当にありがとうございました。 

 それから、先ほど私、張先生をご紹介するときに申し忘れまして、失礼しました。本日ご紹

介いただいたベースライン･モニタリング方法論、もちろんこれは承認されておられますし、

それから、それに基づくＰＤＤも承認されておるわけでございます。ベースライン･モニタリ

ング方法論の承認第１号、そして植林CDMプロジェクト設計書の承認第１号を作成された先生

でございます。 

 ところで、後ろの２つのプラズマ画面が具合悪いので、ちょっと中断させていただきます。

今すぐメカニックの方が来られますので、少々お待ちください。 

 貴重な時間を浪費いたしましてどうも失礼いたしました。調整を了しました。 
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Ｒｅｆｏｒｅｓｔａｔｉｏｎ ｏｎ ｄｅｇｒａｄｅｄ ｌａｎｄ 

ｆｏｒ ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ ｗｏｏｄ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 

ｏｆ ｗｏｏｄｃｈｉｐｓ ｉｎ Ｍａｄａｇａｓｃａｒ 

原口直人（海外産業植林センター業務担当部長） 

 

○司会 では、続きましてお３人目の報告ということで、原口先生、よろしくお願いいたしま

す。 

 では、原口講師をご紹介いたします。 

 原口先生は社団法人海外産業植林センターに現在ご奉職でございますが、本籍は王子製紙と

いうことで、王子製紙の原材料本部の植林部マネジャー等を歴任されまして、既存の植林事業

地の管理業務に長年にわたって携わってこられたと承っております。すなわち、実際の海外の

植林事業の実態に非常にお詳しい、熟知しておられる方でございます。現在は、先ほど申し上

げましたが、海外産業植林センターへ出向しておられまして、現在、マダガスカルというふう

に聞き及んでおりますが、そこでの吸収源ＣＤＭの新方法論あるいはプロジェクト設計書を手

がけておられる方でございます。 

 それでは、原口講師、よろしくお願いいたします。 

○原口 海外産業植林センターの原口です。 

 今、私の経歴ということでご説明がありましたとおり、王子製紙在職中の2000年よりマダガ

スカルの案件に携わっております。ＣＤＭアドバイザーの一人として新方法論の開発に携わっ

ております。 

 まず 初に、背景についてご説明します。王子製紙は、 初に同じ場所で2000年から2003年

に10へクタールの試験植林を行っております。この試験植林の目的として、現地の植林技術や

その土地や立木に対する権利というものを明らかにしなくてはなりません。それで、まずカウ

ンターパートであります森林局に王子製紙の方はその作業の依頼を行いまして、資金を提供し

て試験植林をスタートさせました。 

 しかしながら、ここに幾つかのバリアが書いてございますとおりに、こうしたバリアを経験

してございます。産業植林と申しますのは、通常、植林や土地に投資をしてから伐採して収入

が上がるまでに時間を要します。すなわち、産業植林というのは非常に資金回収には時間を要

するということで、投資する相手先の法律や土地の権利というものについて非常に重要視して

おります。こうした中で、 後に出ておりますが、カントリーリスクというものを経験してお
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りまして、こういった状況ではこの地では通常の産業植林は困難であるというふうに判断して

ございます。 

 それで、2005年９月にＣＤＭのスキームができたこともございまして、ＣＤＭとしてできな

いかということで再トライしております。まず、ＣＤＭすることによって、一つは、相手国の

マダガスカル政府側がこのプロジェクトを認めるということによって、我々が一番懸念する土

地や立木に対する権利に対して保障が期待されると。もちろんそのプロジェクトをすることに

よってこういった制度設計の整備が促進されることを期待してございます。 

 二つ目に、通常の産業植林というのはなかなか採算性が低いプロジェクトであります、ここ

の場所では。そういった中で、CDMによるクレジットを売ることによって採算性が上がるとい

うことも期待してございます。 

 2005年９月から作業を開始しまして、一つは100ヘクタールのパイロットプランテーション

をつくりました。これはＡＲＣＤＭプロジェクトアクティビティーの中に入ってございます。

このプロジェクトの100ヘクタールの植林地をつくったというのは、一つは、実際に現場でも

って植林地をつくることによって、我々が求めております土地のバウンダリーとか、あるいは

権利であるとかというのが明確になります。また、実際にこの植林作業に地元の住民が参加す

ることによって、彼ら自身は雇用という形で経済的なベネフィットを実感することができます。

そういう意味で、昨年の３月には100ヘクタールのパイロットプランテーションを完成しまし

た。 

 次いで、新方法論の作業に関しましても、昨年の６月に新方法論を申請してございます。ご

承知のように、昨年の12月にはＢ判定ということの判定をいただいておりまして、現在その修

正作業を進めているところであります。 

 画面下の方は、アドバイザーとして私の方から参加をお願いした方々です。 

 次いで、マダガスカルの概況についてご説明いたします。マダガスカルは 貧国の一つでご

ざいまして、ＧＮＩというものは国民一人あたり290ドルという状況です。ここで、森林につ

いて、この赤い部分、中央部の濃い赤い部分が現在も残っている天然林です。薄い赤の部分と

いうのが草地化して、あるいは荒廃した森林であるとか草地でございます。 

 この天然林のところにはナショナルパークがございまして、実際には左下の写真のように非

常に生物豊かな森林が残っておりますけれども、一方では、隣接したところでは、ユーカリの

林が薪炭材として伐採され、その伐採跡地に火を入れて作業を行っています。実際にこの伐採

の周期というのは、約３年から５年と非常に短い周期で作業を行っておりまして、伐採跡地に
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火を入れると。 

 また、熱帯林ですので、非常に降水量が多いものですから、降雨によって土壌養分というの

が流れて地力が低下すると。また、火が入るということで諸資源というものが非常に貧弱にな

ってきております。これが一つのマダガスカルでの森林減少の要因でございます。 

 こちらは、申請した方法論と、青字の部分につきましては、現在修正中のところでございま

す。方法論はＡＲ―ＡＭ0001をベースにつくってございまして、特徴というのは、植林、伐採、

再植林を行いながら持続的に森林を管理するというのが特徴でございます。青字の方で抜き書

きしているものは、これはＡＲワーキンググループの指摘事項がありましたので、リモートセ

ンシングデータを使って修正してございます。 

 少し詳しく述べますと、一つは、 初にまずリモートセンシングデータを用いて階層化する

と。階層化されたエリア内にサンプルプロットを設けましてバイオマス量を計算すると。 後

に、計算されたバイオマス量と階層化の面積を乗じましてプロジェクトバウンダリー内のバイ

オマス量を推定するというふうに現在修正しつつあります。 

 その他の特徴としましては、バウンダリー設定時は住民の合意を得ますよと。あと、環境負

荷のないような形の植林作業を行うということが提案している方法論の特徴でございます。 

 こちらは、実際の植林現場のところであります。まず左側の方から焼き畑とか放牧によって

火災が延焼してございまして、中央部分の天然の植生に影響を及ぼしています。 

 これは、マダガスカルの森林の定義であります。 

 ここがプロジェクトバウンダリーの対象地です。360を超えた草地になっておりまして、実

際の植林、すなわちプロジェクトバウンダリーは、この低地の部分を除きまして丘陵地の方に

設定していきます。左下の写真がその湿地のところの植生です。右の写真というのがシラブで

あります。実際にこのシラブというのは住民によって定期的に薪炭材として刈り取られており

まして、マダガスカルの森林の定義、森林の閾値を超すことがありません。 

 我々は、こうした情報を集めましてこの土地の適格性を検証してございます。マダガスカル

側の方にこういったいろいろな情報があればいいのですけれども、実際にはなかなかそろって

いないものですから、我々がすべて歩いて現場に行って入手しております。 

 こちらは、マダガスカルの住民の生活環境を示したものです。中央部分が水田であります。

識字率も非常に低いと。 

 同じく住民の生活をあらわしたものです。水道もありませんし学校もございません。右上の

方では、先ほどのシラブを開いて焼き畑を行っているところであります。 
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 こちらは、そのプロジェクトの全体の計画を示しております。目的は、lＣＥＲというのを

採用しておりますが、クレジットとウッドチップでございます。期間は2006年から35年、30年

間と。場所はトアマシナ州のブリッカビルというところです。植林面積は１万5,000ヘクター

ルの非森林地域を対象としております。植栽樹種はユーカリとアカシア、伐採が始まるのは

2016年から予定をしております。資金は自己資金を想定しています。2006年に100ヘクタール、

先ほどから述べているパイロット植林地を完成しまして、2007年、2008年はゼロの状態になっ

ております。 

 2009年から約2,000ヘクタールを本格的に植林する計画です。この2007年、2008年の時間を

置いているのは、一つは、本格的な植林をするためには制度設計を進めなくてはいけませんし、

実際の植林作業を行うための組織をつくらなくてはいけません。そのための準備期間として置

いております。 

 一方で、植林ＣＤＭプロジェクトと並行しまして、地域コミュニティーの貢献策としてコミ

ュニティーフォレストの支援を形成しております。このコミュニティーフォレストというのは、

プロジェクト実施者の方から苗木を提供しまして、住民みずからが植林して森林を管理するプ

ログラムです。我々は、彼ら自身が森林を管理することによって、一つは火災に対する意識、

あるいは森林を保全する意識というものが改善されることを期待しております。 

 二つ目に、今度は技術というのを移転します。これは、苗木の技術、植林の技術あるいは森

林管理の技術であります。火災の対策もそうです。こういった技術を移転することによって、

同様な森林減少の問題を抱えている地域に広がっていくことを期待しております。 

 これは、プロジェクトバウンダリーと利益について示したものです。荒廃地、ディグレイデ

ッドランドに 初植林を行って、植林、伐採、再植林を持続的に行うと。下の方はリーケージ

です。当初提案した方法論の中では、この破線部分で囲っております伐採、運搬、チップ加工、

船積みというところをリーケージとしてとらえておりました。しかしながら、Ｂ判定の中で指

摘されたことについては、リーケージとしては運搬まででと。ロギングまでということであっ

たものですから、現在それに修正しております。 

 こちらは、まだ修正前の公開しておりますＰＤＤドラフトに出しているものです。特徴的な

のは、毎年植林をして、2016年の伐採が始まるまでの間は炭素量はふえていきます。伐採と再

植林が繰り返し行われるようになりますとそのまま一定です。 

 下の方で、この時点ではベースラインの中のシラブの変化量があるというふうにシナリオを

想定していたものですから、プロジェクトがない場合シラブはふえていくと。そうしてくると
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純人為的吸収量は減っていくというふうに計算してございます。現在は、シラブはベースライ

ンとして変化はしないというふうに考えておりまして、その方向で修正してございます。 

 これは、追加性(アディショナリティー)テストの中の一つです。通常の産業植林とＣＤＭプ

ロジェクトについて採算計算、ＩＲＲで比較しております。通常の産業植林の場合ですとＩＲ

Ｒは５％ということで、プロジェクト実施者の投資基準である７％を満たしません。ところが、

ＣＤＭプロジェクトにすればクレジットの収入が立つわけですから、ＩＲＲも10％ということ

で改善されます。これでプロジェクトは実行できます。 

 左側の方は１万5,000ヘクタールのポテンシャルのプロジェクトバウンダリーを示しており

ます。右側の方は、今回設定しました100ヘクタールのプロジェクトバウンダリーです。色分

けしている部分は、それぞれ植えた植林の樹種でありまして、実際にプロジェクトバウンダリ

ーは、我々は政府の関係者と地元の住民と一緒に歩いていってバウンダリーを決定しておりま

す。このために、このプロジェクトバウンダリーの中には住民の土地利用というものを含んで

ございません。 

 これは、100ヘクタールの植栽する前のものです。等間隔で植え穴を直線的に植えてござい

まして、丘の一番上においては孤立木、これはユーカリですが、残っておりまして、全面にこ

こは草地でございます。この孤立木というのは、この100ヘクタールの中に３本ほどあります。

非常に少ない本数であります。左下の方には我々が提供した苗畑の設備、真ん中は住民が、女

性が植林しているところであります。 

 まず、技術移転と申しまして我々が行ったことは、ここには苗畑の設備、道具、木の箱、材

料、すべて提供しております。実際に設備を提供しましても、まず先に 初にやったことは、

読み書きのできるチームリーダーというものに対して作業の意味であるとか手順であるという

のを教えて、そのチームリーダーが次に村の人たちに教えていくような手順をとっております。 

 もう一つ特徴なのは、この作業の中には女性が入っていることです。これまで現金収入のな

かった女性が、こういった作業に参加することによって直接現金を得る機会というのを得てお

ります。 

 後に、こちらは、政府関係者と村の住民を集めて、火の対策は非常に重要であることを伝

えています。 

 これは今現在の、一番下の方にメソドロジーとございますけれども、方法論の開発から始ま

って、ＰＤＤの開発、プロジェクトの実施、 終的にはサスティナビリティー、すなわちチッ

プであるとかクレジットを発行するまでのロードマップを示しております。 
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 現在私どもは、方法論を開発しまして、Ｂ判定ですので、ちょうどその絵にありますノット

アプローバルという状況であります。そしてまた再度今トライをしております。実際には、そ

の方法論が通った後のＰＤＤ実行ということには非常に長い時間がかかります。現在は王子製

紙単独でやっておりますけれども、日本政府であるとかマダガスカル政府、またその他の機関

のサポートがなければ、単独ではなかなか実行しづらいというふうに考えております。 

 こちらは、今のＡＲＣＤＭの置かれた立場について私なりに整理してみました。左下の方で

は京都プロトコルと。右の方には、これは自主行動計画ということで、実際にはこの２者の間

で非常に活発なクレジットの取り扱いの議論がされております。この上の方で対象としている

第１約束期間のクレジットを対象としております。 

 ところが、ＡＲＣＤＭも非常にこの２者に対しては影の薄いというか、非常に小さな存在で

す。というのも、やはりプロジェクトがないのも一つの事実だと思いますが、また、プロジェ

クトの実施者にとっては、非常に複雑な手続を経なくてはいけませんし、詳細な、またかつ膨

大な資料を集めなくてはいけません。そうする結果、結果的にはプロジェクトの開発コストが

上がっていきます。 

 ２つ目には補てんです。この補てんがあるがゆえに、どうしてもｔＣＥＲ、ｌＣＥＲという

のは通常のＣＥＲに比べて価値というものは下がっております。そこで、今冒頭に、ボランタ

リーグループとしておりますが、私どもやＮＧＯの方々あるいはクレジットのバイヤーの方々、

いろんな方と協議しながら、どのようにしたらこの吸収源、ＡＲＣＤＭを推進ができるかと協

議しております。 

 その中の一つの方向性として出てきているものは、このクレジットのバイヤーが実際に持っ

ておりますもの、あるいは、さらには出てくるであろう第２約束期間以降に発生するであろう

クレジットと、我々ＡＲＣＤＭデベロッパーがこれから開発する第１約束期間のクレジットを

あわせることによって双方に価値が生まれるというふうに考えてございます。 

 ２つ目には、クレジットのＣＯ２等以外のベネフィットというものを創出していかなければ

いけないというふうに考えております。 

 後に、こちらは今の地域住民の現状を示しております。実際に彼らに対しては、本来なら

ば彼らは経済的なベネフィットであるとか社会的なベネフィットであるとか環境的なベネフィ

ットを受けられるはずであります。でも実際には、自給自足の生活の末に現金を得る機会はあ

りませんし学校もない、こういった、ベネフィットに対し非常にアクセスが遠い、もしくは非

常に細い状況であります。 
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 そういう中で、我々が、この100ヘクタールで経験したように、プロジェクトを実施するこ

とによって彼らはこの作業に参加することができます。参加することによって初めて収入を定

期的にもらえると。そうすると次のステップとして、同じようにコミュニティフォレストも形

成していきますし、いろんなスキルを学んでいきます。彼らの中で、プロジェクトが起きるこ

とによって、継続的なエコノミカルなベネフィットを受けられるということによって彼ら自身

のエンパワーメントも創出されていきます。 

 こちらは、 後になりますけれども、100ヘクタールの植林地です。手前の方がもちろんこ

れは植えて半年後ぐらいのユーカリです。奥の方が実際にはまだ植えていない対象地です。こ

れから出てきます方法論が承認、さらにはＰＤＤを作成してまた承認ができれば、この先のと

ころにも、荒廃地にも植林は続くかと思います。 

 後になりますけれども、こちらはプロジェクト、100ヘクタールができ上がりまして、村

の人がセレモニーを開いてくれたところです。彼らが言っていることは、ぜひプロジェクトを

続けてください、作業を継続してくださいと。 

 後ですけれども、マダガスカルの言葉で、ミソチャベチャカと。ありがとうございますと

いうことで、私の報告を終わらせていただきます。（拍手） 

○司会 原口講師、本当にありがとうございました。 
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ＩＭＰＬＥＭＥＮＴＡＴＩＯＮ ＯＦ ＬＵＬＵＣＦ 

ＡＣＴＩＶＩＴＩＥＳ 

Ｍｒ．Ａｎｔｏｎｉｏ Ｌｕｍｉｃｉｓｉ（イタリア環境省専門職） 

 

○司会 現在まで承認済みの案件、あるいは今、原口先生からご紹介ありました申請中の案件、

これらの事例紹介がございましたが、引き続きまして、具体的なＣＤＭ植林計画の事例紹介の

ご報告をお願いしたいと思います。 

 アントニオ先生をご紹介させていただきます。 

 もともとは統計学をご専攻されたと承っておりまして、そのような関係から数学あるいは物

理で教鞭をとっておられたと、そういうご経験もお持ちの先生でございまして、その後、環境

問題のコンサルタントなども務めておられます。 

 現在は、イタリア政府の環境省のエキスパートとしてＵＮＦＣＣＣ、各種国際会議で交渉担

当を務めておられる傍ら、イタリア国内で、京都議定書にアグロフォレストリーをどう適用し

ていこうかという検討チームのリーダーも務められているやに承っております。 

 また同時に、イタリアのビッテルボにございますテルシア大学の教授としても教鞭をとって

おられる方でございまして、そういうような環境省あるいは大学というお肩書もございますが、

それと同時に、これから本日ご紹介いただきますが、アルゼンチンあるいは中国等でＡＲ/Ｃ

ＤＭにいろいろ携わっておられる先生でございます。 

 ○アントニオ すばらしいご紹介ありがとうございました。 

 プレゼンテーションを始めます前に、まず、今回の国際緑化推進センター理事長を初めまし

て、今回特に私をご招聘いただきまして心より御礼を申し上げたいと思います。大変重要なこ

の会議に参加できますことを大変うれしく思っております。 

 私のプレゼンテーションは、１枚目でごらんいただきますように、私自身が書いたものであ

りまして、ペルシジンという同僚、今回来ていませんけれども、彼女と私が一緒につくりまし

たプレゼンテーションでございます。 

 環境省の専門家として働いておりまして、彼女はテルシア大学の研究者でありまして、環境

省とこの大学とが協調しておりまして、いろんな技術的、科学的なガイダンスをいただきなが

ら、またサポートいただきながらプロジェクトを進めさせていただいている次第です。ＡＲ/ 

ＣＤＭのプロジェクトを進めています。 

 私のプレゼンテーションは、こちらがアウトラインでして、具体的に役割、インパクトとい
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うことで、さまざまなイタリア国内レベルのアクション、京都議定書に対する私たちの取り組

みのご紹介をまずさせていただきます。 

 国内の土地利用などに関しての活動の状況、現状、それからＣＤＭ及びＪＩの活動、京都議

定書のメカニズムがどのように適応されているかという話ですね。イタリアが目標に向けてど

ういった取り組みをしているか、そしてその後、パイロットプロジェクトを行っています、イ

タリアの環境省がやっているＡＲの活動についてお話をさせていただきます。 

 簡単にまとめているのは、イタリアがどのようにコミットしているか、どういったアクショ

ンをとろうとしているか、こちらの植林に関しての私たちがやろうとしていること、2002年の

段階でＥＵの国々と取り決めたことでありまして、国としてのコミットメントは、6.5％イタ

リアがコミットしています。一方、90年に対しての6.5％、全体は、ヨーロッパがコミットし

ている量として８％、ＥＵとしては８％ですが、各国はそれぞれ別個の数字、目標を持ってお

ります。イタリアは6.5％です。トン数で言いますと、6.5％削減というのは、ＣＯ２に換算し

ますと１億トンです。 

 そのほかの活動、こちらのＡＲで何をやっているか。特に3.4条、3.3に関するところですね。

ごらんいただけますように、まずＡＲの管理に関してですけれども、ここが重要なポイントで

す。これが10.2ミリオントンということで、ＣＯ２換算では1,020万トン、そしてユーロベー

スでいきますと16.0ということになって、こちらの全体のギャップ、15から16％のギャップが

あることがありますので、これから京都議定書にターゲットをしてやっていくのにはまだまだ

課題が大きいということになります。 

 一番のコストは、 後の２つのポイント、つまりＡＲの部分ですけれども、新規の部分です

ね。次の10年間での新規のＡＲ、10万ヘクタールぐらい。まず、いずれにしても資材が高いと

いうこともありまして、ラフに言って10年間で５億ユーロを使うつもりです。 

 それで、新しい新規のＡＲの達成ということで、これが達成しますと、ネットの投資額にし

まして、そのほかの活動は削減されます。１トン当たり２ユーロということになりますので、

つまり、これは交渉の過程で、京都議定書の策定中に上限を設けるということで、今は10.2ぐ

らいですけれども、このときはこれぐらいのようでした。 

 こちらの方で書いてありますのは、全体的なイタリアのコミットメント、京都議定書に対す

るものです。100トンのＣＯ２換算のギャップがあると2010年と京都のターゲットのギャップ

を申しました。政治的な判断として、このギャップを埋めていくのは国内の活動によってと。

８割。京都メカニズムでの貢献レベルは20％と。もう少しこちらは、20％を超えて25ぐらいや
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った方がいいんじゃないかとは個人的には思いますけれども、今の段階ではＡＲＣＤＭのどの

部分がというのは決まっていないです。唯一プロジェクトとしてフィールドで出ていますのが、

数少ないんですけれども、数週間以内に大臣の方から具体的にＡＲプロジェクトの位置づけと

いうものが決まります。予算も決まります。 

 ＡＲ/ＣＤＭにつきまして、イタリアは２つのメーンのアプローチがございます。１つが、

まず具体的なカーボンファンドと。イタリアカーボンファンドと言われるものが確立されまし

た。これは、まず2003年の秋に世銀によってつくられたものですけれども、このファンドを使

ってＧＨＧの削減プロジェクトを先進国、移行期にある国々も含めて、また途上国も含めて、

ＣＤＭとＪＩプロジェクトも含めた形のメカニズムの策定ということになっています。 

 このファンドは今開放されていて、民間企業も入れるということで、大体の資本は１億

5,560万ドルぐらいになっていますけれども、うちの省は１億ドル相当の貢献です。このツー

ルを使ってファイナンスをして、ＣＤＭ、ＪＩのプロジェクトをイタリアでやっています。 

 このファンドを使って私どもは基本的にエネルギーセクターのプロジェクトをするパイプラ

イン、ポートフォーリオの方にはイタリアのカーボンファンドは、基本的には植林関係のプロ

ジェクトはないと。 

 しかしながら、そうはいいましても、できれば別のツールを使ってプロジェクト、ファイナ

ンスをしようと。直接投資というやり方をしました。これが２つ目のツールということで、Ａ

Ｒプロジェクト２つをこの直接投資によって行っております。１つはアルゼンチン、もう一つ、

２つ目は中国の方で行っております。政府の方から300万ユーロぐらいを投資してくれました。

直接ファイナンスをし、そしてローカルパートナーを入れることによってうまく実施しており

ます。 

 メーンのパートナーは、プロジェクトに関しまして、国際レベルでは、真ん中のところに書

いてありますけれども、私の環境省のロゴとテルシア大学のロゴがあります。コンサルタント

の役をしております。右側の横にＵＬＣＣＤがあります。これらのプロジェクトは、もともと

専門家、ＵＮＨＦのところを入れてやったので。理由はありまして、きちんとプロジェクトフ

ァイナンスに関して、ここでのクライメートチェンジだけではなくて、新利用ＣＣＤのものも

含めて、ＣＣＤも入れようということで検討されたのが当初のポイントでした。 

 ローカルレベルではほかのパートナーさんもいらっしゃいます。この後出てまいります。 

 ここは簡単にプロジェクトの現地の様子です。カテゴリーとしては、基本的には炭素吸収、

ＡＲに関してやっていくということで、つまりＣＤＭのシンクですね。そして、荒廃した土地
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の回復、エクスの土着の種を使ってということになります。 

 まず、サンチエゴデルエッセロ、アルゼンチンの北部のところにあるわけなんですけれども、

２つ目のプロジェクトは、中国内モンゴルの方にあるプロジェクトが２つ目、また、３番目に

書いてあります、これはアフリカ、モザンビークにもあります。 

 当初、2003年、もともとこういったファイナンスをしようと考えてきましたときに、アフリ

カ大国でも一つやろうという趣旨だったんですけれども、１年半たちまして、これは一応進め

ないということになりました。十分保障がとれなかったということで、ローカルパートナーに

も恵まれなかったという背景があります。ということで、今は１番と２番のみです。 

 基本的なプロジェクトのねらいということが書いてある共通のゴールがあります。全体的に

は、持続可能なポリシーを導入するための道具として、このプロジェクトはですから、単にカ

ーボンクレジットをとろうということではなくて、メーンのねらいというのは、持続可能な開

発政策を導入するためにということになります。 

 3,000ヘクタールそれぞれにＡＲをするということで、主なねらいというのはＣＯ２の削減

ということになります。環境変化、プロトコルの中でもありますように、気候の変化を抑えて

いこうと。そしてまたは、荒廃した土地、ＣＣＣＢＤＥのコンベンションにあるような回復を

するということですね。そして、これらの機会を生み出し、社会・経済学的な環境を森林の中

で改善することによって、ヒヨーハンデンスブルクのアクションプランというものも導入して

いった形になっております。 

 後のポイントは、環境意識を高め、特に若い人たちに徹底するということです。 

 こちらにありますのが、１つ目のプロジェクト、サンチヤゴデルエステッロというアルゼン

チンのところでやっているものですけれども、メーンのローカルパートナーは２者、ローカル

パートナー、２つともに政府系ではありません。１つ目がファンダーシオンデンスール、２つ

目がグループアンビエンタルパラエルサローロ、開発のための環境グループです。こちらの現

地のサイトなんですけれども、土壌について、もう農地としては使えないと。塩化作用が強く

て悪い状況にあるということをまず選びました。 

 ただ、プラスは、若い人たちがいると。200人もいると。そして、農業従事者40ファミリー

いると。直接関与してくださるということで、直接住民の関与が期待できるというのが大きな

ポイントです。 

 面積は二、三千ヘクタールというのは申しました。今回植林するのは、もう既にやっていま

すけれども、イナゴマメ。カーボンクレジット換算は、次の20年間でおよそ20万トンというこ
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とになります。大した量ではないかもしれませんけれども、理由はわかりますよね。目標は、

今回はカーボンクレジットだけではなく、総量的な効果を生み出すということがポイントです。 

 あと、こちらの写真、プロジェクトのところからです。地元住民の協力を得ている様子がわ

かります。また、そのエリア、実際にプロジェクトを導入しているところ、とても荒廃した土

地であるということはごらんいただいてわかるかというふうに思います。 

 ２つ目のプロジェクト、内モンゴルの方ですけれども、地元開発者は、砂漠化対応のための

プログラムを推進している中国国家委員会の事務局が協力してくれます。そして、こちらの方

も砂が多いところで、土壌が余り使えない、侵食されているところで、砂漠化しているところ

です。 

 ローカルパートナー、重要なところ、特に科学的な部分をそちらの方の林野庁の協力を仰ぎ

ながら。 

 それで、まずこのプロジェクトの恩恵を受けるもの、農場、９つの場所がありまして、人の

数は2,311人、世帯数にして705。こちらのうち農業に従事している人たちは2,201人。こちら

も3,000ヘクタールと同じ大きさでして、１つ目のプロジェクトとは違って、こちらの方は農

林業です。つまりミックスでありまして、植林と農業、両方をミックスしています。 

 １つ目にはポプラの木を選びました。それプラス、オーダーの方も、そしてまた豆科の植物

も考えております。基幹作物です。これによって追加の収入を地元の人に対しても還元するこ

とができるプランということになります。大体カーボンクレジットにして13万4,000トン、Ｃ

Ｏ２換算になります。 

 こちらはこの現地の様子です。プロジェクトの準備が始まったところ、そしてプロジェクト

が立ち上がってからのものです。ポプラの木、右側にあります。そして豆科の植物。 

 そういったこともありまして、簡単にコンセプトをまとめさせていただきます。３つありま

す条約、３つの要素、柱となっているものですね。持続的な開発のために環境、社会的なもの

と経済的なものすべてがうまくまとまってＡＲとなるわけなんですけれども、植林というのは、

持続可能な開発というものがうまくいったケースを象徴しているかというふうに思います。 

 これが相乗効果のあるアプローチを得るんです。こういったアプローチを踏むことによって、

主にフォーカスさせていただいたのは、原則的にはまず荒廃した土地の選定、そして、地元の

人たちを取り込んだ形で、地元の種を使っているというものです。 

 プロジェクトは、既に申しましたように、関係者、国家レベルでも協力を仰いで、ＣＣＤ、

ＬＣＣＣの条約をかんがみたものです。そして生物多様性の行為をもしております。 
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 このアプローチというのは、参加、地元の人たちに呼びかけることによって持続的な開発と

いうものの原則にのっとるというわけです。そういった意味で準備期間に時間がかかっていて、

真に地元の人たちの関心というものを確保しようと。意図的なプレッシャーをかけるのではな

くて、時間をかけてお互いにアプローチを理解していただくというわけです。 

 簡単にこの一つのプロジェクトの経緯、2003年に決めまして、翌年に覚書を交わしました、

2004年。国との合意ということで、例えばイタリアと中国、イタリアとアルゼンチン。今現在

もＰＤＤの開発中です。 

 それと、まず特定してからですね、手法。そして、新しい手法の開発というのは2004年、

2005年それぞれに取り組み始めて、中国に関してこの手法を去年申請しました。１年前ですね。

ＡＲのワーキンググループ、承認をいただきまして、今度ＥＢの方で発表があると思いますけ

れども、承認済みということで、アルゼンチンはちょっとおくれていますけれども、基本的に

はことしの終わりまでには申請できるんじゃないかというふうに思っております。 

 もうこちらのメソッドについては、中国に関してお話ししたとおりです。何点か、申請から

承認までの期間がちょっと１年ぐらいということで、リーッケッジの問題があったということ

で、プロジェクトの活動からさまざまな問題が出て、まず初めには、このサイトの準備のとき

にいろいろと検討したんですけれども、まさかこういったリーッケッジが、例えばメタンの放

出とかいうものがあるとは思っていなかったので、こちらが飼料、家畜の方から出てくるとは

思っていなかったというのがあります。 

 残りの２枚はプラスの面、そして、こういったアプローチのデメリットの話をしております。

アドバンテージとしては、ＡＲ、京都議定書の中での枠組みの中で考えていきますと、大変こ

ちらの方は、気候の環境を改善するというだけではなくて、砂漠化などにもすごく効果のある

もので、効率のよいツールであるというふうに思っております。 

 また、関連しているコミュニティーにもメリットまたは収入を与えることができると。木材

の生産だけではなく、カーボンクレジットの収入もあるわけです。そして、土地の価値も上が

るということもあります。これまででしたら土地は全く生産性がなかったわけですから、価値

は低かったということになります。 

 ３番目、若い人たちを取り込むということで、追加の価値がプロジェクトに付加されます。

環境意識も高まります。社会的な部分です。社会環境的なメリットというのも大変大きくあり

まして………。仕方ないということがあります。 

 デメリットの方ですけれども、例えば貧しい土壌の場合に、やはりこういった植林の失敗リ
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スクというものはあり得るということがあります。 

 また２つ目、地元の人たちは大変エキゾチックな種を望むと。その方が成長率が高いという

のもあります。特に、地元の人たちといろいろとお話があったのは、ユーカリを使いたいと。

終的には別の地元の豆科の植物を使うことになりました。そしてまた、ノウハウも難しいと

いうのがあります。 

 ４番目、地元の人たちの協力、参加を得るためには準備に時間がかかると。ですから、トラ

ンザクションコストも高いということになります。例えば、民間企業がそういったプロジェク

トに投資している場合には問題となり得るわけなんですけれども、私たちのプロジェクトの場

合ですとトランザクションコストをもちろん検討しました。これはイタリアが投資するわけで

すから、これもミッションとして、使命として持続可能な開発をしてやっていくということで、

余りそこは大きく取り上げられませんでした。 

 そういった意味で、 後、総括としてまとめを申し上げたいと思います。 

 ＡＲ活動、ＣＤＭの中で大変重要な役割をこれからＧＨＧ削減に対し提供できると思います

し、バイオダイバーシティーを増進し、土地の荒廃を防ぐことができると思います。 

 しかしながら、状況によって、またその活動のデザインによってもっと工夫が可能になると

思いますし、また、双方にとってメリットのある活動というのがやはり必要なんですけれども、

そのためには、その人たちの生活要件または望ましい環境というのを議論しなくてはいけませ

ん。妥協案というのももちろん考慮に入れて、地元の参加を仰ぎながらやっていくことがベス

トかと思います。 

 私の 後のメッセージでございました。どうもご清聴ありがとうございました。（拍手） 

○司会 サンキュー、アントニオ。 
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Ａ／Ｒ ＣＤＭプロジェクト審査プロセス 

岡田利水（日本品質保証機構主幹） 

 

○司会 それでは、引き続きまして岡田講師からの報告お願いいたします。 

 岡田講師をご紹介させていただきます。ここまでのお三方からはディベロッパーというよう

なお立場でご報告をお伺いしましたが、岡田講師にあられては、それをチェックすると申しま

すか、ＤＯＥのお立場からという形でご報告をいただくわけでございます。 

 岡田様にあられましては、国内製紙メーカーで約10年間海外植林に従事してこられたわけで

ございまして、先ほどの原口講師と同様に、具体的な植林の実態と申しますか、そういうこと

に熟知された先生でございます。また、その間、アメリカでマスターオブフォレストリーソー

シーズの資格も取得しておられるところでございます。 

 そして、製紙メーカーから、現在は日本品質保証機構に移られまして、ＣＤＭのバリデーシ

ョンに従事しておられるほか、ＩＳＯの方の審査にも従事しておられるやに承っております。 

 では、岡田先生、よろしくお願いいたします。 

○岡田 日本品質保証機構の岡田と申します。よろしくお願いいたします。 

 私どもＪＱＡは、今お話しありましたけれども、品質環境といったＩＳＯ等、マネジメント

システムの評価、登録ということを行う審査機関です。ＣＤＭプロジェクトの審査ということ

では、指定運営組織、ＤＯＥとして活動しております。 

 本日は、特にＡＲ/ＣＤＭの審査プロセスの中でもバリデーション、そして新規方法論の承

認プロセスといったことを中心にお話しさせていただきたいと思います。 

 ＡＲ/ＣＤＭは主に２つのプロセスに分かれます。ＣＤＭプロジェクトのバリテーション、

そして純人為的吸収量のベリフィケーション及びサーティフィケーション。 

 ＡＲ/ＣＤＭのルールですけれども、これは通常プロジェクト、ラージですね、これにつき

ましてはＣＯＰ／ＭＯＰ１のディシジョン５、スモールにつきましてはＣＯＰ／ＭＯＰ１、デ

ィシジョン６ということで決まっております。そして、方法論は、ラージで承認済み方法論が

５件、そしてスモールで１件が用意されております。 

 ＪＱＡのＤＯＥ認定ということにつきまして少し触れさせていただきたいと考えます。私ど

も、認定スコープ、例えばエナジーインダストリーとか、15のスコープがあるんですけれども、

その中でこれまで11のスコープ、2005年にかけて、そのスコープのバリデーションということ

について認定されてきました。そして、そのＥＢの認定は、後で、ＣＯＰ10及びＣＯＰ／ＭＯ
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Ｐ１などで正式に指定されております。 

 実際には、新規植林、再植林というのはスコープ14に当たるんですけれども、これはまだ私

どもプロジェクトの審査経験がないということで、認定はされておりません。という意味では、

私どもは、その分野につきましてはＤＯＥではなくて、アプリカントエンティティーという扱

いになります。 

 ただし、それは登録申請まではＤＯＥと同様審査ができるということになりますので、きょ

うの発表では、表現上ＤＯＥということで通したいと思います。 

 なお、スコープ14の認定を受けている企業というのは海外にこれまで１件あるということで

す。 

 これはＡＲＣＤＭプロジェクトのサイクルです。まず、登録までのプロセスですけれども、

プロジェクト参加者がＰＤＤを作成し、指定運営組織、ＤＯＥがバリデーションを行います。

その登録申請までに、指定国家機関、ＤＮＡの承認レターを受け取る必要があります。そして、

登録申請を行い、通常規模であれば８週間、小規模であれば４週間後に、何も問題がなければ

ＣＤＭ理事会によって自動的に登録されるということになります。 

 次のプロセスですけれども、これには、その登録されたＰＤＤにあるモニタリングプランど

おりにまず事業者がモニタリングリポートを作成する必要があります。そして、ＤＯＥはその

リポートをもとに、まず、ＡＲの場合、初回の審査を行いまして、それ以降は５年ごとに検証、

認証を行うということになっております。そして、 終的にＥＢがｔＣＥＲ、ｌＣＥＲといっ

たクレジットを発行することになります。 

 これは、バリデーションの具体的プロセスです。私どもは、排出源プロジェクトの審査の経

験はありますけれども、ＡＲのプロジェクトの審査の経験というのは限られておりまして、実

際にはプロセスを全部経験したことはないんですけれども、一般論としてお話しさせていただ

きます。 

 バリデーション、まず契約を結びまして、まず方法論のチェックを行います。ベースライン

及びモニタリングの方法論が新規方法論である場合、それはまずその承認プロセスを経る必要

があるということです。そして、承認された方法論を適用したＰＤＤ、これを我々は受け取り

ます。そして、そのＰＤＤに記載漏れがないかということ、また、それ以前、もう既にローカ

ルステークホルダーのコメントが収集されていたかどうか、この辺を確認します。そして、そ

のままＰＤＤを公開いたします。一方で、同時に文書レビューを開始します。そして、ヨウキ

事項と照らし合わせて審査を進めます。 
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 ですから、ＰＤＤ公開されているもの、ごらんになっている方多いと思うんですけれども、

それ自体、実際に、まだ審査の途中ですから、具体的なプランですとかいうものが十分述べら

れていないということも、書かれていないということはあり得ます。ですから、それを確認す

るということで、現地で審査をすると。チェックをするということが非常に重要になっており

ます。そのインタビューの中では、我々は政府の機関、ＤＮＡですとか、もちろんプロジェク

ト参加者、そして、植林の場合の特色ですけれども、広範囲にわたるということで、関係者が

非常に多いわけですけれども、そういったステークホルダーとのインタビューを行います。 

 一方、45日間のパブリックコメント、この点がＡＲと排出源の違いということになるんです

けれども、これだけではないんですけれども、この45日後にパブリックコメントがあった場合、

これへの対応、これがバリデーションレポートに反映されていくということになります。 

 そして我々の指摘というのは、まず是正要求、またはクラリフィケーションの形で出されま

す。そして、それへの対応、解決ということを待ってバリデーションレポートを完成させます。

先ほども言いましたように、これで登録申請の準備が整ったということで、あとはＥＢの厳し

いレビューがなければ、８週間または４週間後に自動的に登録されるということになります。 

 これだけのプロセスを経るのに、新規方法論は除いて、バリデーションということだけで大

体半年ぐらいかかるものと思われます。ただ、この中に事業者の対応というものも含まれます。

ですから、実際にはこれ以上かかっているということになります。 

 次に、続きまして、これまでのガイドラインとガイダンスといったようなところに触れたい

と思います。ＰＤＤを作成される際に、または新方法論を提出される際、このときに、ＣＤＭ

―ＡＲ―ＰＤＤといった、そういったフォーム、これが用意されておりますので、これをガイ

ドラインに忠実にまず記載するといったことが非常に重要です。また、新規方法論の開発のた

めには、テクニカルガイドラインズといったものが 近もう出されております。また、用語集、

これは排出源と吸収源が一つにまとめられたものとなっております。 

 一方、関連ガイダンス、これはＥＢの開発した例えばツール、アディショナリティーの証明

の方法、こういったものが用意されております。例えば逆に排出源の方でもこういったアディ

ショナリティーのツールというものは用意されております。ただ、排出源の方は、これ以外に

も３つのツールも用意されております。これらのツールというのは方法論によって使われてい

くということになります。また、ＥＢ決定、これはミーティングレポート、アネックス等、添

付されるアネックス、ここで示されます。 

 ご存じの方もおられるかもしれませんけれども、ランドエリジビリティーに関するガイダン
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ス、これは２つとも今使用停止中ということになっております。これは、パブコメ等の手続を

経まして新たなプロセスが用意されるというような状態になっております。 

 我々は審査機関ですので、ＰＤＤの作成にかかわるといったことはしないんですけれども、

一般論ということで、ＰＤＤ作成における留意点について少し述べたいと思います。 

 今までのところ、メソドロジーの変更というのは、これはバージョン変更ですけれども、こ

れは頻繁に行われております。特に、例えばランドフィルガスの燃焼処理といったプロジェク

トに使われるＡＣＭ0001はもう既にバージョン５、そしてその発電部分に使われる小規模方法

論はもう既にバージョン10まで来ております。 

 これは、もし一つ前の古いバージョンを使う場合、気をつけなければいけないのは、猶予期

間が８週間しかないということですので、もしそれに間に合わなければ新たなバージョンにす

ぐ書きかえる。もし間に合わなければもう一回再パブコメといったことが必要になるケースも

あるということです。 

 ガイドラインとかフォーマット、こういったものはもう既に何度も変更されておりまして、

今後そういう変更は少ないとは思われるんですけれども、これは、ＡＲのディシジョンそのも

のが排出源と整合をとっているところでありまして、排出源の方にフォーマットの変更があれ

ば逆にこっちにも及ぶと。こっちの変更が逆にあっちに及ぶということもあり得るんですけれ

ども、これはその時々、すぐに対応する必要があるということです。 

 そして、ＰＤＤの内容で重要な項目としましては、アディショナリティー、ベースライン、

モニタリングプラン、そしてカリキュレーション、こういったところになります。 近、ＵＮ

ＦＣＣＣの事務局が登録申請の際にチェックを厳しくしているという傾向にありまして、例え

ばアディショナリティーの証拠に関する部分というのがちゃんと示されていないということで、

一たん受け付けないということも出てきております。 

 また、クレジット期間の開始日ですけれども、これに注意を要しますといいますか、これは

排出源の設定の仕方とはちょっと違うと。ＡＲの場合は、プロジェクトの登録のタイミングに

かかわらず、その開始日というのはプロジェクトの開始時に設定するということになっており

ます。そして、その開始時点のエビデンスが必要になるということです。 

 新規方法論承認プロセスの方に話を戻します。これは、新規方法論を受け付けるまでのプロ

セスということです。まず、我々が新規方法論承認のためのドキュメントを受け取ると。まず

記載漏れがないかコンピューターチェックを行います。そして３番のプレアセス、これはオプ

ションですけれども、必要な手続といいますか、そういったことが書かれているかどうかとい
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うことを中心に見ます。 

 ただ、我々は要するにこうしなさいとか、例えばＥＢの評価を約束しているものではないん

ですけれども、我々がこういうことにかかわるということで少しプロセスが円滑になると。確

実にワーキンググループのフィードバックが得られるという形にするという意味があります。 

 そして、プレアセスを行った場合、直接ＡＲワーキンググループの審議へ回されると。もし

プレアセスを行わないということを事業者さんが選んだ場合、これは事務局側でチェックする

わけですけれども、グレード１であればそのままＡＲワーキングの審議へ回されます。 

 こちらは次の、その受け付けた後の話ですけれども、ＡＲワーキンググループ、ＥＢの審議

のプロセスです。こちらはやや複雑になりますので、基本的な項目だけ上げてみましたけれど

も、まずパブコメを15日間行うと。そして、ディスクレビューアー２名がかかわると。そして、

予備勧告というものが出されます。 

 ＡまたはＣの非承認であれば、それはそのままファイナルな決定になると。もし事業者にク

ララフィケーションが求められれば、４週間以内にそれを回答する必要があります。その場合、

また次回のＡＲワーキンググループで審議が進められると。ワークインプログレスというのは、

例えばＡＲワーキンググループ内で恐らく調整がついていないか、結論がまだ出ていない状態

ということの段階ということです。 

 そしてＥＢへの 終勧告が行われます。それは、そのファイナルレコメンデーションを受け

てＥＢの審議が行われる。ＥＢの審議でいよいよＡまたはＣかどうか決定されるということに

なります。Ｂという決定もあるんですけれども、これは再提出になります。再提出の際はまた

再びＡＲワーキングの審議に回されると。ただし、この場合、ディスクレビューアーはもう審

議に加わらないということになります。 

 新規方法論の審議の結果といいますか、状況ですけれども、承認された方法論、これは５つ

ありまして、もうＥＢ22からＡＲ－ＡＭ0001、ホスト国中国のこの案件が承認されてから約１

年強に５件出てきたと。バージョンは、その１番と３番の方法論は今既に２になっております。 

 ご参考までに、承認の期間ですけれども、これは、 初の案件、中国の案件は５カ月と非常

に短かったわけですけれども、その後はそれなりに時間がかかっておりまして、平均すると９

カ月という時間がかかっております。 

 その他の検討中のものですけれども、その内訳ですけれども、今Ｂ判定、再提出待ちという

ことになっておりますのが４件、メキシコ、コロンビア、コスタリカ、そしてマダガスカル、

Ｃの非承認、17件ありまして、これは中南米が12件でアフリカ３件、アジアから２件、これは
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どちらもインドから出ております。 

 ワークインプログレス審議中というものにつきましては、これは今もう再提出後の審議です

けれども、ブラジル、エクアドル、プレリミナリーレコメンデーションを待ってこれからまた

ワーキンググループが審議を進めるというものにつきましては２件、チャイナ、ガーナという

ものがあります。 

 これは、我々の審査経験ということで、バリデーションの排出源の方で若干ご説明したいと

思います。ＡＭ0001というのは我々を通じて承認された方法論ですけれども、１ＦＣ23の燃焼

破壊、これは 初に韓国でプロジェクトが登録されました。その後４件登録されて、計５件で

すけれども、その４件はすべて中国の案件です。今現在、その登録申請中または審査中のもの

が１件ずつありますけれども、この案件もすべて中国の案件です。 

 もう一つは、先ほどのＡＣＭ0001、ランドフィルガスのプロジェクトですね。これは統合方

法論と呼ばれるもので、これまで排出源の方では、通常の方法論よりも統合された方法論、適

用範囲を広げたものですけれども、これの数の方が実際に登録件数を上回っております。これ

につきましては、それぞれ１件ずつあると。 

 ちなみに、我々の契約から登録まで要した時間というのは、ＡＭ0001のプロジェクトでは10

カ月、もう一つは13カ月ということで、これはどちらも認定プロセスそのものを一部含んでお

るんですけれども、それぐらいの期間がかかったと。ちなみに中国のＡＲＭの 初の案件、こ

れは９カ月。ですから、我々が審査を行ったわけではないんですけれども、その中にまた認定

プロセスも含んでいるはずですので、特別長いという印象はありません。 

 そして 後に、登録申請のためのバリデーションレポートの情報ですけれども、そのサーマ

リー、プロセス、そして実際の審査の日程ですとか、あと結論、そして、インターナルクオリ

ティーコントロールということで我々の審査の品質確保の内部手続、そしてリストオブインタ

ビューパーソナル、これは現地の審査でインタビューした方々のリスト、これは、ＡＲの場合

は関係者が多いということで。ただ多いだけじゃなくて、やはりいかに責任を持っている方、

どんな組織があって、それがコントロールできる組織かどうかというのもありますけれども、

その責任を持っている方に直接聞くということが重要だと思っております。という意味では、

我々がだれをインタビューするかということをみずから決めるということがもう一つ大切にな

ります。 

 そして、発見事項ですとか結論または審査の過程、どうやって解決を図られたかということ

ですが、こういったことが書かれます。そして、その詳細はチェックリストにまとめられます。 
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 ローカルステークホルダーのコメントですけれども、これは、 初にＰＤＤを公開する前に

実際に行っておく必要があります。実際ＡＲの方はこのための準備が相当かかるんではないか

なと思っております。 

 先ほどもインタビューの話がありましたけれども、審査を通じて、そういうプロジェクトに

対する理解とかいうことも確かめますけれども、やっぱりプロジェクトそのものの具体的なプ

ランのもとにどのぐらい合意があり理解があるのかといったことも非常に重要だと考えており

ます。 

 そして、グローバルステークホルダープロセス、これは先ほどのＰＤＤ公開のプロセスのこ

とです。そしてオピニオン、バリデーションチームといったことがレポートに記載されます。 

 そして 後に、登録申請のための書類です。これは、このフォームというものは我々が作成

するものです。バリデーションレポート、そしてそれに添付するアネックス、ＣＤＭ－ＡＲ－

ＰＤＤの 終バージョン、そして承認レター、フリトゥンアプルーバル、これはホスト国の承

認プロセスの関係がありますので、早目にＤＮＡにコンタクトを進めるのがよいかと思います。

終的には登録申請までに必要ということです。そしてまた、ホスト国、例えばホスト国また

は投資国に複数のＰＰがいる場合のオーソライゼーションレターというのも必要になります。 

 そして、モダリティーオブコミュニケーションも必要なんですけれども、これはどちらかと

いいますと登録後のことになるんですけれども、ＣＥＲの配分というものを事務局側とプロジ

ェクト参加者が連絡をとる場合に、その窓口を決めるといった内容のレターです。ただ、この

レターをとるのにＰＰが多ければ時間がかかると。全員合意する必要があるというものです。 

 以上、駆け足で審査プロセスについてご説明させていただきましたけれども、今のように、

新規方法論承認またはプロジェクトの審査ということでいろんなプロセスがありますので、計

画段階でプロセスの検討またはスケジュールの確認とか検討ということを早目に進めていただ

ければと思っております。 

 以上です。（拍手） 

○司会 岡田講師、どうもありがとうございました。 
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近のＣＤＭ植林・再植林ワーキンググループの活動に関して 

黒木昭弘（日本エネルギー経済研究所研究理事） 

 

○司会 それでは、 後のご報告になりますが、黒木講師、よろしくお願いいたします。 

 それでは、黒木講師をご紹介させていただきます。 

 黒木講師にあられましては、通産省にご奉職されまして、それ以来海外関係のエネルギー分

野で海外派遣のご経歴が豊富でございまして、国際原子力機関ＩＡＥＡ、あるいは、ＫＥＤＯ

とよく聞きますが、朝鮮半島エネルギー開発機構に派遣されまして、エネルギー分野の海外に

おける研究に従事して来られたところでございます。 

 現在は日本エネルギー経済研究所へ出向しておられまして、それから、あわせてですが、Ｕ

ＮＦＣＣＣのＣＤＭ理事会の理事、それからあわせてＡＲワーキンググループの副議長も務め

られておられるところでございます。 

 本日の講演、赤堀講師を皮切りに、ディベロッパーあるいはＤＯＥというお立場で各先生方

のご報告をお伺いいたしましたが、黒木講師からは理事会というお立場でご報告を承ることと

させていただいています。 

 黒木講師、よろしくお願いいたします。 

○黒木 紹介がありました黒木です。 

 今紹介がありましたように、私はもともとエネルギー分野の、エネルギーとか環境とか貿易

とか投資とか、そういうことをやってきたわけで、全く森林再植林の話というのは素人ですけ

れども、ＣＤＭのＥＢからは各ワーキンググループに２名派遣するというルールがございまし

て、そのうちは先進国から１名、途上国から１名というルールがございましたので、たまたま

私の前任者がＡＲの方に派遣され、私がそれを引き継いだということでございます。去年の９

月からＡＲワーキンググループのメンバー、バイスチェア、副議長ということで入りまして、

今まで３回参加させていただいてもらっています。 

 張先生も実は去年の12月からＡＲワーキンググループのメンバーになりまして、今は申請者

と、それからそれを審査する両方の立場の、非常におもしろい立場の方になったというふうに

思っております。 

 私は素人ですので、林野庁の方から常に多大な援助をいただいております。 

 きょうの講演について何をしゃべろうかなと思ったところ、国際緑化推進センターの方から

は、どうやったらＡＲのメソドロジーとかプロジェクトが審査通りやすいか、それを話してく
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れと言われまして、そんないい方法があればぜひ私も知りたいと思ったんですけれども、とり

あえず現状を少し話しながら、書き物にはできないことも含めて少し話をさせていただきます。 

 時間が押しているようなのでちょっと駆け足でいきますけれども、今現状どういう状況にな

っているかといいますと、ＡＲというのは非常に通りにくいということがはっきりします。現

状まで、今まで６件の方法論がようやくレジスターされました。それに対して17件がリジェク

トされております。 

 排出源の方のラージですと、承認済み、これは本当はもうちょっと多いんですね。コンバイ

ンドされているやつもあるので、承認済み、今コンバインドも含めて48件、そのうちコンバイ

ンドが10件ですから、 低でも58件が通っていると。恐らくもうちょっと多い。３件、３つと

か４つ通したものもありましたから。それに対してリジェクトされのは80件ですから、まあ大

体ラフにいって通るやつと通らないやつと半々ぐらいなのに対して、ＡＲは３分の１以下しか

通れないということで、非常に厳しい状況になっております。 

 それから、プロジェクトにいくと、林野庁の方から説明があったように、２年おくれてスタ

ートしたんですからある程度しようがない面はあるんですけれども、ＡＲプロジェクトは今の

ところ１件しかレジスターされておりません。その他のプロジェクトはもう500件に達する勢

いです。もう間もなく500になると思いますけれども、そういう意味合いでは非常にまだまだ

苦しい状況がずっと続いているということであります。 

 ちょっと前に戻りまして、今６件の認定済みということですが、実は先週12回目のＡＲワー

キンググループがありまして、その中で２件ＡＲワーキンググループとしてはファイナルディ

シジョンしました。Ａを２つリコメンドしまして、１件をリジェクトするということです。そ

の中には、きょうのイタリアの方からサブミットされたやつも、私どもとしてはＡという判定

を出しました。来週ＥＢがありまして、来週の金曜日にＥＢとして決定をします。もちろんＡ

Ｒワーキンググループのこちらとしては、我々がＡと決めたんですから、Ａで通したいという

ふうに考えております。 

 じゃ、何で方法論がそんなに難しいんだということなんですけれども、ざっと今まで拒否さ

れたやつを見ていきますと、大体いろんな個別なケースがあって、なかなかこれがコモンだと

いうことは言えないんですけれども、私なりに見ますと、一つは、ベースラインの設定が非常

に難しいと。割と通りやすいのは、前に話もありましたけれども、荒廃地、もとは荒廃地だと

いったやつは非常にベースラインは簡単に設定できるけれども、今そこが何らかの用途で使わ

れている、シラブであったり、それから牧草地であったり、あるいは農耕がされているといっ
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た場合には、これからこれはそのＣＤＭがなかった場合どうなるんだというところを推定する

方法が相当難しいです。ですから、ここのところについて、なるべくわかりやすいシンプルな、

こんなもんじゃないかということをやっていただければいいんですけれども、むしろかなりこ

れ複雑に申請者が申請することによって通りにくくなっているという現状もあると思います。 

 それから、ベースラインが複雑になると、同様にプロジェクトスラインも複雑になりまして、

どうしてもインコンシステンシー、不一致が出てしまうということで、これはもともと違うシ

ナリオなんで、インコンシステンシーがある程度あってもしようがないんですけれども、明ら

かにミスが出てくるということで、これについては、やっぱりこういうのがあるとどうしても

通しにくいということが言えます。 

 それから、先ほどイタリアの方がおっしゃっていましたように、リーケージの問題、これは

非常に難しいです。これは多分ＡＲ特有の問題となっていると思うんですけれども、特に 近

の例では、プレプロジェクトリーケージと我々言っていますけれども、植林、再植林をする前

にそこに例えば農耕地があった場合に、そこにいた人たちを、悪い言い方をすれば追い出す、

出ていってもらう、もちろんその対価は払ってなんでしょうけれども、その人たちをリーケー

ジの間ずっと追っかけなければいけないというモニタリングの問題が出てきまして、これはも

う正直言ってほとんど不可能じゃないかというようなことを要求される、我々の中でもそうい

う議論があります。 

 これらについては、これをどうしてくいのか。まずそのリーケージをどうエスティメントす

るのか、それから、それをどうモニタリングするのか。例えば100家族あった場合、その100家

族の方が10年間の期間にどこに行って何をするかということをモニタリングしろと言われたっ

て、そんなことはできっこないわけなんで、ここはＡＲ特有の問題ということを。普通のエネ

ルギーのプロジェクトなんかというのは、ほとんどこういうことを勘案する必要がないんで、

そういう点は非常に難しいというふうに考えています。 

 じゃ、 近何をやってきたんだということですけれども、実は我々も問題を複雑化しようと

ばかり考えているわけではないんで、例えばダブルカウンティングの問題、これは、エネルギ

ー側ではすごく今問題になっておりますバイオマス、バイオディーゼルとかバイオマスを使っ

たいろんなエネルギープロジェクトの場合にはどうしてもダブルカウンティングの問題があっ

て、それが解決しないんでずっととまっているんですけれども、ＡＲの方は割と早く動きまし

て、ＡＲとバイオマスのやつの両方かかわっているようなケースでは、ＡＲの方はダブルカウ

ント考えないからねといって申請しまして、これはそのままＥＢ通ったので、ちょっとほっと



 - 37 -

しているんですけれども、そういう面ではダブルカウントの心配はなくなっています。 

 それから、マーケットリーケージ、これは非常に難しいんですけれども、何かがマーケット

に影響を与えて全体的にグリーンハウスガスの排出をふやしてしまうんじゃないかという、そ

ういう議論までありまして、それでとまっているような案件もあります。 

 これについても、我々の方としては、森林、再植林のやつはその問題は考えないというふう

な結論を出しまして、これもおそるおそるＥＢに出したんですけれども、そのまま通ってしま

ったので、ここは非常に助かったなということでございます。 

 ある例で、非常にここまでＡＲの方で方法論を書いてきた方がいらっしゃいまして、ちょっ

と我々、これは困ったなと思ったんですけれども、修正していただいて、その部分については

落としていただきました。これを考え出し始めますと、ＡＲの方の複雑さがますます増すとい

うことで。 

 それから、一つ問題だったのは、ランドエリジビリティーコンディンション、土地の適格性

の問題について、これはＡＲワーキンググループの方のちょっと失敗だと思うんですけれども、

我々は適格条件をかなり厳しく改定をいたしましたけれども、これについては、ＣＯＰ／ＭＯ

Ｐの方の努力で、だめだということでサスペンドになりまして、今一番昔の古いバージョンに

戻っております。 

 これについては、今パブリックコメントを求めておりまして、サブスタの方で決めるという

ような形でさせてもらっておりますので、ぜひ皆様方からもパブコメという形で、余り適格条

件をきつくしても意味がないんじゃないかというようなことをぜひリクエストしていただけれ

ばと思います。 

 今後の検討事項なんですが、いろいろございます。一つは、今ランドエリジビリティーの問

題なんですけれども、それから、残っております湿地及び入植地に適用可能な小規模の方法論

を開発しなければいけないというのが、我々がＣＯＰ／ＭＯＰから求められているオブリゲー

ションの一つです。 

 それから、その他ということで、ちょっとここに書けなかったんですが、先ほど言いました

リーケージの話については、我々の間ではリーケージマネジメントエリアという考え方を導入

したらどうかというふうに考えておりまして、言ってみれば、前に何か活動されていた方に対

して、こちらのプロジェクト参加者が同じような土地を用意してそこに移っていただくという

ことで解決するという方法はないのか。これはもちろん義務的なものではなくて、こういう方

法がありますよという形で今準備していますが、それについては、なかなか実際はそれ自体が
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難しいんじゃないかというような意見もありまして、まだ検討中です。 

 それから不確実性の問題、これはＣＤＭ全体の問題なんですが、これはＡＲの方がちょっと

先走り過ぎていると私は個人的に思っているんですけれども、不確実性の問題についても今検

討をしております。 

 それから、ＡＲＣＤＭについてのＱＡ・ＱＣ、品質保証の問題についてのレポートも現在準

備中です。これも間もなくパブコメをかけて皆さんに提供しようと思っていますが、こういう

ことをやっていただければ、プロジェクトＰＤＤの書き方についてはこれに沿って書いていた

だければ特に問題ないよというふうなガイダンスを出そうと思っております。 

 それから、今まではツリー、木の方なんですが、これからいろんな可能性を考えていきます

と、ノンツリー、ベジテーションというか、木でない植生についても検討しなければいけない

んじゃないかということで、ここについても検討を開始しています。具体的にそれに近い方法

論も出てきておりますので、これも早急に検討しなければいけないかと思っております。 

 それからもう一つは、実は去年、頑張りまして排出源の方の小規模の上限値を上げました。

約４倍にしました。なるべく小規模でやっていこうということなので。ただ、ＡＲの方はまだ

これは変わっておりませんので、できれば同じレベルに上げたいと思いますけれども、そうす

るとＡＲの場合は相当大規模なものまで小規模になっちゃうもんですから、いい落としどころ

がどこかあるのかなというのが我々の考え方です。ぜひこの辺についても注目して見ていただ

きたいと思っております。 

 それから、今後どうやっていくかということで、今６つの方法論、間もなく８つになります

けれども、それが登録されているわけですが、かなり似通ったものもあるので統合したらどう

かということを何度もＥＢから言われております。でも、我々はＡＲの方法論の統合は非常に

危険だと思っております。非常に複雑なもの、600リストかなんか、それくらいあるやつを統

合すると1,000ページを超えるような方法論になって、一体何を、どこを見たらいいのかわか

らなくなるということで拒否しております。我々はモンスターをクリエイトするのは嫌だとい

うような言い方でＥＢからのいろんな要請を一応断っております。 

 ただ、確かに似たような方法論、今後次々出てきて、適用するには少しずつ変えていかなけ

ればいけないという現実もあるもんですから、これについては我々としては、モジュール化し

て、パーツ、アディショナリティーとかベースラインとか、あるいはモニタリング部分それぞ

れをパーツ化して、そのパーツごとの組み合わせというような形でどこにも使えるような方法

論ができないかと。これはまだ着想段階なんですけれども、そういうことも考えております。 
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 ｌＣＥＲ、ｔＣＥＲの見直しの可能性なんですけれども、これは全く個人的な意見ですけれ

ども、これが相当ファイナンスの面では大きな足かせになっているので、ここを何とか突破し

なければ飛躍的な課題はできないんじゃないかなというように思っております。 

 以上、駆け足でしたけれども、先ほども言いましたように、パブリックコメントというのは

結構我々は重視しております。今９人のＡＲワーキンググループのメンバーですから、全部が

全部カバーしているわけではないので、ぜひ皆様からのパブリックコメントでいろいろ言って

いただきたい。 

 先ほど、バージョンを変えるのが余りに早過ぎるんじゃないかというご指摘ありましたけれ

ども、我々としてもそれは確かにそういうことがあったということで、今後は少なくとも半年

以内でのバージョンチェンジはやらないというふうに決めましたので、これからはバージョン

チェンジも自粛するというか、非常にリーズナブルになっていくんじゃないかというふうに考

えております。 

 以上です。どうもありがとうございました。（拍手） 

○司会 黒木講師、どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして６人の先生方からご報告を伺いました。ここで若干休憩をとらせていただ

きます。進行がおくれているものですから、ゆったりとした休憩をとるべきところを、10分の

休憩ということでございます。３時半に必ず再開したいと思いますので、ご協力よろしくお願

いしたいと思います。 

  

〔暫時休憩〕 

 



 - 40 -

質疑応答／パネルディスカッション（天野正博早稲田大学教授） 

 

○司会 それでは、皆様ご着席よろしくお願いいたします。 

 それでは、後半ということで、天野先生をコーディネーターといたしましてパネルディスカ

ッションを開催させていただきます。 

 それでは、先生方、壇上にお上がりください。 

 それで、会場の皆様方にご協力を２つお願いいたします。 

 １点目でございますが、冒頭申し上げましたが、資料の中にアンケート用紙が入っておりま

す。ご退場される際に、受付のところにアンケート回収箱という段ボール箱がございます。そ

れの中に適宜入れていただければ幸いかと思います。 

 それから２点目でございますが、パネルディスカッション、天野先生の司会進行で進めてい

ただきますが、質問あるいはご意見、もちろん挙手していただくわけでございますけれども、

複数の手が挙がりますと指定させていただきます。当方の係がマイクを持ってまいりますので、

それまでちょっとお待ちいただきたいということ、それから、記録を残す上で、余り早口で質

問とかご意見されますと記録がなかなか難しくなるとか、あるいは議論がなかなか難しくなっ

てしまう、同時通訳の関係もございますものですから、なるべくゆっくりご発言いただきたい

とぞんじます。 あわせて、差し支えなければ、ご所属先、それからお名前、これも言ってい

ただければ幸いかと思います。そういうような段取りでパネルディスカッションを始めさせて

いただきたいと思います。 

 では、天野先生、よろしくお願いいたします。 

○天野 天野と申します。コーディネーターを務めさせていただきますけれども、よろしくお

願いします。 

 私も以前はＣＤＭを結構フォローしていたのです。自分で技術指針を書いたりしていたので

すけれども、２年ぐらい前からどんどん複雑になって。もともと国内と両方ＣＤＭとやってい

たのですが、国内の吸収源はこんなに複雑じゃないんですよね。ですからある程度部外者でも

十分フォローできるのですが、ＣＤＭはもう今一部のエキスパートのマニアックな議論の中に

入っていってしまっているということです。非常に難しくなってきているのですけれども、そ

れがあって多分 後の黒木さんにＪＩＦＰＲＯの事務局から、どうしたら通せるかというコツ

を教えてほしいというリクエストもあったのだと思うのですが、きょうここに来られているパ

ネラーの方はすべて実際にＣＤＭを通したり、あるいはそれの審査をしたり、そういったこと
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でその中の内情をよく知ってみえる方ですので、どうしたら実務レベルから通すような方法論、

あるいは承認を受けられるような方法論、ＰＤＤが書けるのか、あるいはどういうところが一

番気をつけなければいけないのかというようなことに的を絞りながら議論を進めたいと思いま

す。 

 またそれと、先ほどの発表の中で確認したい点とか、あるいはコメント等もありましたらそ

れも受けたいと思います。それでは、できるだけ今お話ししたような趣旨に沿ってご意見あり

ましたらお願いしたいと思います。何かございますでしょうか。実際に携わった経験のある方

でご意見ありましたら。 

 それでは、質問が来るまで少しこちらの方で、今までの議論を踏まえながら、特に出てきて

いたのがいかに単純化するかということなのですけれども、どんどん複雑化している手続ある

いは方法論の中、それをどうやってこれから単純化していくのかということについてパネラー

の方から少しご意見を伺いたいと思います。 

 初に発表された張さんのところでも、ベースラインの話の中で、アズポッシブルアズシン

プリファイという話があったんですが、それを具体的にどうすればいいかということについて、

まず張さんの方から少しお話を伺いたいと思います。 

○張 難しい質問ですね。どうやってこの方法論を簡素化するかというのはとても難しい質問

です。 

 土地の状態、ご存じのように、私がプレゼンテーションの中でお話しいたしました対象とな

る土地、荒廃地ということでありました。この荒廃地というのは非常に保守的な、簡単な前提

条件で出されています。この簡素化ということに関しては、もっと検討すべき項目としては、

この保守的な前提条件というところを検討すべきだと思います。 

 簡素化することによって、この中でカーボンクレジットが少し損なわれる可能性はあります

けれども、しかし、方法論を簡素化するということのメリットと、どの程度それによってカー

ボンクレジットが失われるかというところ、そういうことを考えなければいけないわけですけ

れども、しかし、複雑になりますと、その方法論というものはフォローするのが難しくなりま

すから、少しぐらいカーボンクレジットが損なわれてもやはり簡単なものを、コンサバティブ

なアサンプションにするということも一つの方法かと思います。 

○天野 じゃ、それに関連してアントニオさんの方からご意見を伺いたいと思いますが。 

○アントニオ ありがとうございます、議長。 

 私の立場からちょっとテクニカルなお話はできないんですけれども、強調したいのは、問題
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はテクニカルなものではなくて、なぜかといいますと、交渉で何が過去あったのかというのを

記録していくわけですから、シンクＣＤＭのときに政治的な判断があって、個人的な意見でも

あるんですけれども、カイカイになるさまざまなＣＤＭの困難な部分、これらは、関係者がこ

れを入れた方がいいということで入れたわけですから、ステップの簡素化も検討されたけれど

も、政治的に、技術的ではないんですけれども、政治的な判断である程度複雑にしようという

ことが見受けられてこのようになっているんじゃないかというふうに思います。 

 技術的には挑戦したいと思いますけれども、すべての参加者が簡素化したいというふうにま

ず合意しないといけないんですよね。 

○天野 アントニオ、ありがとうございました。 

 確かにこれは、かなり政治的な面でこういう結果を生んできているということで、やはり交

渉の場でそういう主張もしなければいけないだろうということなのですが、これについて、交

渉に実際に出られている吸収源の関係の方で何かご意見ありましたら。永目さんいかがでしょ

うか。 

○永目 天野先生、ありがとうございます。 

 ＣＯＰ９、ミラノでの件を思い出しているんです。ＣＯＰ９の前に分科会があったんですけ

れども、いろいろと参加国から議論がありまして、ＢＡＵタイプの植林からどう離れることが

できるかということで、当初のものが荒廃地からということにもともとなっているんですね。

そういった意味では、明確な方針として、今農地として使われているところなどに関してどう

したらいいかというようなことは、はっきりとした指針は出ていないわけです。黒木先生が先

ほどおっしゃられたとおりです。 

 ですから、限られた定義、申請しか今ＡＲ/ＣＤＭに関してはしていないというのは、とに

かくエネルギーセクターの活動に集中してやれということがこの京都議定書のアクションとし

て求められているわけです。ですから、ＡＲタイプのプロジェクトはやはり効率を追求したも

のになるということにもなるわけで、そういった条件、制約がつけられていて、これが第１の

コミットメント期間に課せられた条件でした。今の段階は、またやり方、形式、第２の、更に

は将来のコミットメントに関して考える、検討する期間ですから、天野先生がおっしゃってい

る部分も将来のいわゆる制約に関して検討できる内容ではないかというふうに思います。 

○天野 どうもありがとうございました。 

 確かにこのＡＲＣＤＭも、 初生まれるときに、非常に政治的にそれを抑えようという圧力

もあったものですから、結果的にこういうふうになってきたということで、これから第２約束
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期間にどうするかということも考えなければいけないのですが、ただ、今運用面で、実際にＡ

ＲワーキンググループですとかＣＤＭの理事会の中で、こういった複雑さをもう少し見直そう

という動きがあるというふうに黒木さんの方からもお話があったんですが、このあたり、もう

一度その辺の動きをお話ししていただけたらと思いますが。 

 じゃ、黒木さん、お願いいたします。 

○黒木 ＡＲだけじゃなく、すべての方法論について複雑化しているので、なるべく簡単にし

ろ、なるべく統合しろということを毎年のようにＣＯＰ/ＭＯＰからＣＤＭＥＢに命令が下っ

ているのですけれども、現実的にはそこは余り動いておりません、正直言って。どちらかとい

うと方法論はますます複雑になるという傾向が続いています。 

 ですから、ここは正直言ってＣＯＰ／ＭＯＰからもっとスペシフィックに、この部分をこう

直せとか、こういう複雑な部分はこうしろとか、こういうのがない限り、一般論でやられてい

たんでは非常に難しいというふうに私は思っております。ですから、その点については外務省

なんかにも、次のＣＯＰ／ＭＯＰについてはもうちょっと作戦を考えて、きちんとした根回し

もして、そういうことが出るようにしていただきたいと。 

 それで、もう一つシンプリファイのところで言いますと、ＡＲの方法論、似たようなやつが

いっぱいあるわけなんですけれども、それぞれやっぱりちょっとずつ違っているという現状は

あります。ですから、まず何かプロジェクトとか方法論を考えるときは、ぜひ過去に承認され

たメソドロジーをよく勉強されて、それで使えるところは全部使っちゃうと。 

 自分の方でモジュール化しちゃうということだと思うんですけれども、この部分はうちのこ

こと似ているからこの方法論のこの部分を使おうと。こっちの部分はこっちの方法論とそっく

りだからこう使うと。ここは全然違うから新規に開拓しようと。そういう形で、そちらの方で

モジュール化していただいて考えていただくと非常にこれは審査が早いです。理解するのが非

常にワーキンググループも高い。 

 排出源の方なんかでもそういうふうにして、パッチワークみたいにして新しい方法論をつく

ってくるという傾向が時々ありますけれども、それはこちらとしても審査もしやすいし判断も

しやすいということで、そういう面ではそういう方向に今後なっていくのかなという気がして

います。 

 確かにクレジットを多くとりたいがために非常にユニークな考え方、あるいはモニタリング

を簡単にしたいがために非常にユニークな考え方なんか出るんですけれども、大概そういうも

のは一発でＣを食らうケースが非常に多いです。自分ではそう理解していても、いろんな適用
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の仕方があって、確かにあなたのプロジェクトではそうでしょうけれども、ほかには使えませ

からそれはだめですという形でＣを食らうことが非常に多いので、ぜひ、まず１番は、できれ

ばレジスターされたやつを使えるかどうかということを真剣に考えてほしい。 

 ＡＲのワーキンググループでもこういうことをよく言われています。この新方法論、別に要

らないんじゃないかと。このプロジェクトだったら 001 を使えるじゃないかとかいう、そうい

う議論は非常に多いです。ですから、ぜひまずそこをチャレンジしていただいて、それで 小

限変えるところをやっていかなければならないかと思います。 

 それから、もっとユニークなことを出そうとした場合には、必ずそのエクスプラネーション、

バックグラウンドから含めて説明を詳しく書いていただきたい。そうしないと、必ずしも、Ａ

Ｒワーキンググループのメンバーは確かに森林の専門家であるかもしれないけれども、例えば

統計学の専門家は今のところ一人もいないしということで、非常にそこら辺で長期の時間をと

ってしまうことになりますので、その辺のエクスプラネーションを非常に充実させていただき

たいということが審査する立場からの意見です。 

○天野 どうもありがとうございました。 

 では、そのＤＯＥの立場として、岡田さんの方でこういう単純化、簡素化についてどういう

ふうにお考えでしょうか。 

○岡田 私も、黒木理事が言われていたモジュール化とか、そういった方向というのは全くそ

うだと思うんですけれども。といいますのは、実際にツールというものが排出源の方ではふえ

ておりますし、そういうものを方法論にそのまま使えるものがあれば、それはそのまま使って

よいということにすれば、一つの方法論には幾つかツールが入り込むことになるかもしれない

ですけれども、それはそれで理解しやすいんじゃないかなと。 

 あと、そのガイダンスというものをできるだけ出して、方法論そのものを難しくしないと。

実際に、審査のプロセスにもかかわるんですけれども、じゃプロジェクトを始めたときに、例

えばランドエリジビリティーにしても、そういう問題がちょっと後退してしまうと、計画され

る方というのはやっぱり困る面もあるわけですね。 

 ですから、そういったことだけじゃなくて、ＡＲというのはいろいろな問題がまだクリアに

なっていないのもあるはずなんですね。ですから、そういうところを、我々審査にかかわりな

がら実際にはそういうことに気づいたりするんですけれども、もしＡＲに共通する問題でまだ

よくわからないということがあれば、それは我々もインプットはできるといいますか、そうい

うＤＯＥ、ＡＥのフォーラムというのがありますので、そういったところを通じてクラフケー
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ションを求めることはできるんじゃないかなと思っております。 

 実際にクラフケーションしている例がそれほどないんですね。そういった事例もない。たま

たまたしか方法論でも１件、スモールですかね、クラフケーションして、それがまたバージョ

ン変更につながっている例はあるんですけれども、それはそれで、そういった形でわかりやす

くなったのであればそれはいいと思いますし。ただ、その変更内容がまた逆に、なぜそう変更

されたのか見てもわからないというんじゃちょっとまた少し困るなと。 

 そういう意味でも、できるだけ、まだ未解決といいますか、まだ余り議論されていない分野、

これには我々もガイダンスが少しでもあればいいなというふうには感じているところであるん

ですけれども。 

 以上です。 

○天野 どうもありがとうございます。 

 それでは、今度、実際に今提案をされて、そこでご苦労されている原口さんの方からリクエ

ストがあればお願いしたいのですが。あるいは経験がおありでしたら。 

○原口 一番これまで通ってきた方法論を見ながら、自分の方法論に当てはめようと考えたと

きに、幾つかの言葉が、どう解釈していいのかというのがわからない場合があります。例えば、

苗畑における施肥というものが 初に出ていたんですけれども、その後にやはりガイダンスが

出てきていて、含めなくてもいいと。リーケージもそうでありましたが。こういったところは

非常に助かっております。 

 逆に、今例えば迷っている部分というのが、ベースラインにおけるノントゥリーであるとか

シラブの取り扱いはどのように考えればいいのかと。または、一番のメジャーなイシューだっ

たんですけれども、リモセンの使い方についてどのように考えればいいのかということを何回

か、やっと 近になってこの言われている意味がわかってきました。それまでのところは、グ

ループの中で議論していても、ＡＲワーキンググループが指摘していることの意味がなかなか

わからないということがあったものですから、なるべくこういった幾つかのＡＲの共通するよ

うなキーワードに関しては、一つ一つのモジュールなんでしょうけれども、それをガイダンス

という形で先行してＡＲワーキンググループの見解というものが出てくれば、次の方法論、あ

るいはそれを適用する人たちは非常に使いやすくなってくるだろうと思います。 

 私どもが 初にやったやつは、使われている中の例えばキーワードをどのように解釈するか

というところからは始まっておりますので、ぜひ先行してこういったそれぞれのコンディショ

ンの中の見解について、不明な部分については先行してＡＲワーキンググループの方から提示
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していただければというふうに願っております。 

○天野 ありがとうございます。 

 今までの話を少しまとめていきます。簡素化する、それも大事なんですが、それだけでなく

て、既存の方法論、既に登録されている方法論をできるだけ使う、あるいはモジュール化をす

るとか、それからＡＲワーキンググループで用意されているツールを使うというような提案が

されました。実は張さんはデスクレビューアーとしても今までいろいろ経験されているのです

が、そういうお立場から、どういうような使い方が今までレビューアーとして承認しやすかっ

たか、もしご経験あったらお聞きしたいんですけれども。 

○張 審査員として、レビューアーとして幾つかの方法論に関して出されておりまして、確か

に黒木さんがおっしゃったように、プレゼンテーションで言われたことについても私は全く同

感でありまして、なぜ方法論について棄却されるものがあるのか、その理由が明確にならなけ

ればならないわけです。 

 また、ツール、どのようなツールを使うかということにつきましては、プロジェクトの参加

者として、まずそのツールを厳格に遵守すべきでありまして、ほかの方向で使ってはいけない

と思います。この理事会の方であるツールが承認されていたならば、承認されたものを使うべ

きだということです。まだ承認されていないものではなく、承認されたものをまず使わなけれ

ばいけないということ、その使い方も、厳密にルールにのっとって使うべきだということです。 

 また、ＡＲワーキンググループ、この理事会の中でのワーキンググループの中では、実際に

参加者が使いやすいツールの数もふえています。恐らく将来的には、もう方法論も要らなくな

るんではないかと思います。参加者にとって十分にツールがあれば、例えばＰＤＤも適切なツ

ールを使えばすぐつくれるような、それにのっとってやれば十分だというような方向に行くの

ではないかと。将来的にはそのような方向に行くのではないかと思います。実際にはわかりま

せんが、そんな感触を持っています。 

 以上です。 

○天野 張博士、ありがとうございました。 

 終的にはツールあるいはガイドラインまでを含んでだと思いますが、そういったものが整

備されてくれば、我々はそれに従って書いていけば、当然、ＡＲワーキンググループあるいは

ＣＤＭ理事会で承認されるという形にこれからどんどん変わっていくと思うのですが。この辺

について、本来はそういう姿にこれからなっていくのかどうか、黒木さんの方で関連して何か

お話ありましたらお願いいたします。 
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○黒木 いろんな人がいろんな言い方をして、ツールという言い方をする人もいるしモジュー

ルという言い方をする人もいるし、要するに組み合わせによって何とかこの問題を解決しよう

というのはＥＢの中でもＡＲのワーキンググループの中でも割と、メジャーとは言いませんけ

れども、よく出る意見です。 

 ですから、そのように動くようにすればいいんですが、問題なのは、余り人の悪口を言って

は何ですけれども、メスパネルという方法論のパネルが忙し過ぎるんですね。もう何百件も抱

えてひいひい言っていて、それからＥＢが何も決めないでどんどん方法論パネルに仕事をおろ

しちゃうということで、これからＵＮＦＣＣＣのスタッフも充実してくるので、かつ我々もや

り方を考えているので、そういう全体にかかわる問題に戻って検討ができるような雰囲気を早

目につくる、あるいは、そういうことをプライオリティーの高いＣＤＭＥＢのミッションだと。

細かいことにマニアックな質問をするのがＥＢの仕事じゃないだろうというようなきちんとし

たメッセージを、またこれはＣＯＰ／ＭＯＰ頼みなんですけれども、ＣＯＰ／ＭＯＰの方から

発していただかないと、アイデアはあるけれども、なかなかそれがその方向に進まないという

のが現実なので、必ずしも楽観はしておりません。 

○天野 ありがとうございます。 

 これからどういう形で書けばいいかというときに、とりあえずの方法として、ツールあるい

は既存の方法なり、あるいはそれをモジュール化したものを使っていくというのが一番確実な

方法だというお話だったと思います。ただ、やはり全体として修正をかけていくには交渉の場

から始まらないといけないということですね。 

 何かフロアの方でご質問ありましたら挙手をお願いできればと思います。どんなことでも構

いませんので。 

 じゃ、加藤さん、お願いいたします。 

○加藤 海外林業コンサルタント協会の加藤でございます。本日は貴重なお話、どうもありが

とうございました。 

 １点イタリアのアントニオさんに質問があります。政府からの直接投資という形でＡＲＣＤ

Ｍのプロジェクトを考えていらっしゃるというふうに受け取ったんですが、それはいわゆるＡ

ＲＣＤＭの禁止事項の一つであるＯＤＡの流用と、それをどのように避けるという担保をされ

るおつもりなのか。それだけじゃなくて、ＯＤＡの流用ということ自体についてもちょっとお

考えをお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いします。 

○天野 アントニオ、どうぞよろしく。 
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○アントニオ はい、ありがとうございます。 

 イタリア政府の投資、もちろんＯＤＡ関係から来ているわけじゃないんで、それはクリアに

して、もともと全然違うバシェットなので。もちろんＯＤＡの流用はいけないと。ＣＤＭに関

しては禁止されているのはわかっていますので、排除ということで、もともとプロジェクトの

インプリに関してはそこら辺はきちんとやっています。印象としては、よりよいＯＤＡの活用、

特にＡＲで見たいというふうに思います、植林の部分で。 

 ＯＤＡは今外務省がイタリアでは担当していますから、ミーティングもしながらよりよく、

うまくＯＤＡを活用する方法を考えていきたいというのはありますけれども、私はもちろん植

林の方なので別なんですけれども、いずれにしても、環境省の予算をまず直接使っているとい

うだけですね、今は。ですから、一切向こうには手をつけていません。 

○天野 よろしいですか。 

○加藤 ありがとうございました。 

○天野 はい。 

 ほかに何かございましたら。じゃ後ろの方どうぞ。お願いします。 

○北澤 三井物産の北澤と申します。 

 ２つ質問がございまして、一つは、黒木様にお伺いしたいんですけれども、アボイディット

ディフォレストレーションの基本はどのような状況で進んでいるのかをお伺いしたいのが１点

と、もう一つは、原口様に、ｔＣＥＲとｌＣＥＲが２つあると思うんですけれども、ｌＣＥＲ

の方をお選びになった理由を教えていただければと思います。 

○天野 では 初にアボイドデットディフォレストレーションについて、黒木さんの方でよろ

しいですか。お願いします。 

○黒木 木で鼻をくくったような回答で恐縮なんですが、この問題の取り扱いはＣＤＭＥＢで

も、それから理事会でも、それからＡＲワーキンググループのスコープでもないです。これは

基本的にはＣＯＰ／ＭＯＰマターでして、私どもがこれをああせいこうせいという立場には全

くない。完全にポリティカルディシジョンになると思います。 

 ただ、個人的意見を言わせていただきますと、基本的にＣＤＭというのは、ＣＤＭなかりせ

ばこうだったやつ、我々はそれをベースラインと呼んでいますが、それからグリーンハウスガ

ス、温室効果ガスが削減されればその差分のＣＥＲをもらうという制度なので、ディフォレス

トレーションの状況をベースラインと考えれば、テクニカルにはそれはそんなに実施が難しい

わけではない。 
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 ただ、もう完全に政治的な議論ですけれども、あるところでデフォレストレーションをとめ

れば、その分の木材が足りなくなって、ほかの地域でデフォレストレーションが進むと。だか

ら、結果的には地球全体では何の役にも立たないんだから、そういうのをＣＤＭと認めるのは

おかしいというような根本的な政治的な問題を解決しなければ、この問題については、ＣＤＭ

理事会なりＡＲワーキンググループから何か案が出てくるというような状況にはなっていない

と思います。 

○天野 ありがとうございます。 

 では、アントニオ、どうぞ。 

○アントニオ はい。 

 一言よろしいでしょうか。アボイドデットディフォレストレーション交渉にも当たっている

ので、私の同僚も行っていますけれども、ポリティカルレベル、政治的レベルでこれをやって

いるわけでありまして、来年でしたっけ、ＥＢはやっていないわけで、今現在交渉の途中であ

りまして、スケジュール的には交渉、次のＣＯＰ／ＭＯＰ３で決めるということで、そのＣＯ

Ｐ／ＭＯＰで基本的には 終的に判断を決めて、同意されたプロセスを決めるわけです。 

 次のポイントでは、特定のワークショップ、ＵＮＦＣＣＣ、オーストラリア、来月あります

けれども、ワークショップ、それぞれの個人的な立場というものがテクニカルレベルでディス

カッションされて、それで５月にまたそのディスカッションがありまして、その後また別のワ

ークショップないしはエキスパート、専門家会議があるのかもしれませんが、ＣＯＰ／ＭＯＰ

３では 終的に私どものポジションを決めることになります。 

 個人的な意見を申しますと、これはとても重要な問題点でありまして、これは気候変動防止

だけではなくて、バイオダイバーシティー、土地の保護、人権、さまざまなことに絡んでおり

ます。問題はより精神的なものが強くて、テクニカルではありません。 

 ブラジルみたいな国、自分の国内で何が起きているかわかっていると。しかし、その問題に

関してどうやって政治的に対応していくか、ディフォレストレーションに関して。パッケージ

で同意するのか。伐採をやめるということに合意して、グローバルな共同のターゲットという

のは難しいと、環境にはよくないということになりますので、今の段階では、例えばＥＵのポ

ジションというのは、一般的な目標、グローバル、２度以上気温の上昇があることがないよう

にと。こういった枠組みのターゲットの中でいろんな活動が可能です。このアボイデットディ

フォレストレーション、また排出を減らすということですね、伐採によっての。 

○天野 アントニオ、ありがとうございました。 
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 多分これから近い将来、ディフォレストレーションをどう避けるかというのは、また交渉の

中で大きな問題になってきまして、特にこのＡＲ/ＣＤＭとは関連して見ていただきたいと思

います。 

 では、日本の方でもその辺の交渉に出ておられる方が見えますので、少し赤堀さんの方から。

今のはＥＵの立場での意見でしたので、別の考え方もあればと思います。 

○赤堀 大体は、アントニオが言われたことなんですけれども、ことしの 後のＣＯＰ／ＭＯ

Ｐ３までに一定の方向性を出すということになっております。 

 まず、これは、形としてはＰＮＧと、それからコスタリカが提案していますが、各国がどの

くらい森林減少、あるいはそこからの二酸化炭素の排出を抑制できるかという話です。これは

ナショナルベースでありまして、ＣＤＭとはある意味で違う形になります。彼らの言い方で言

えば、途上国として何らかのコミットメント的なもの、先進国とは違いますけれども、そうい

ったものをつくろうということを考えているように思います。 

 少し先の話になりますけれども、第２約束期間からということになると思います。そこでど

ういう約束をつくるのか。これはまだまだ、議論は始まったばかりですので、そことのどうい

う関連があるかということにもなっていきますので、少し長い目での議論になると思います。

ＣＤＭともかかわりがありますので、皆様注視していただきたいと思います。こちらの方から

も議論には参加いたしますので、何らかの機会にまたご報告させていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

○天野 どうもありがとうございます。 

 それでは、２つ目の質問に移りたいと思うんですが、原口さん、お願いいたします。 

○原口 私がＰＤＤドラフトを作成している中でｌを採用した理由というのは、一つは、一番

大きいのは、プロジェクトを実施する側から見るとなるべくコストを下げたいと。例えばｌで

すと１回の発行で１回のコストで済むわけですけれども、ｔですと、例えば５年に１遍ならば

その分だけコストがかかるということで、コスト的に有利なｌを採用しました。 

 ただ、これから方法論が承認されて、ＰＤＤを作成していく中で、ｔにするのかｌにするの

かはまた再考しなければなりません。 

 そのときに一番効いてくるのは、例えばクレジットのバイヤーであるとか投資家の意向だと

思います。クレジットのバイヤーであるとか投資家が短い形、例えば５年に１遍ずつでも早く

その補てん義務、あるいはリプレースをしていきたいと考えたときに、どちらが有利かという

ことであると、やはりｔだと思います。そういう意味では、ドラフトの中ではプロジェクトの



 - 51 -

実施者の立場としてコスト有利なｌを採用していますけれども、次いで、本当には、ＰＤＤを

書く中ではｔにするのかｌにするのか、これは投資家の、あるいはバイヤーの意向だと思って

います。補てん義務に対応するためには、個人的な見解ですけれども、ｔの方が有利だという

ふうに考えます。 

○天野 どうもありがとうございました。 

 よろしいですか。それでは、ほかに何かございますか。 

 それでは、少し時間が押し迫っていますので、 後にそれぞれのパネラーの方から意見をい

ただきたいと思います。 今回パネルディスカッションで一番テーマにしようと思っていまし

たのが、ＡＲ/ＣＤＭをいかに実務的に、あるいは事業レベルで実現するのはどうしたらいい

かということについてです。 そのあたり、お一人ずつ、どういう点が一つのブレイクスルー

で実際のＡＲ/ＣＤＭがこれから増えていくだろうというような一つのキーポイントのところ

をそれぞれ伺いたいと思います。 

 先ずは、張博士お願いします。 

○張 新しい方法論を開発するか、あるいは、プロジェクトの実行におきましては、そのキー

ワードとなるのがやはり方法論の簡素化ということだと思います。それが理にかなった形で、

理にかなった形での簡素化ということ、その方が実際に実行しやすいプロジェクトの実行の要

因になるかと思います。したがいまして、簡素化ということです。理にかなった簡素化という

ことです。 

○天野 それでは、実際に今、現実にＡＲ/ＣＤＭを登録しようということで努力をされてい

る原口さんの方から、同じ質問でお願いいたします。 

○原口 もちろん非常に苦労しております。どれから実際にアプローチしていくのかというの

は非常にわかりづらいところなんですけれども、一番やはり思っているのは、これだけ、きょ

うもそうですけれども、いろんな方がＡＲＣＤＭというのは、こういうフリーな中でも興味を

持っている方がたくさんおりますので、やはりそういった方々を集めてというかそういった声

を使って、方法論が難しいのは、ＡＲＣＤＭに大変労力ありますけれども、実行をなるべく数

多くするためには、いろんな方が集まって情報交換するなり、あるいは、今の日本政府からの

支援が少ないとか、そういったことについて広く提言できるような場をつくっていきたいとい

うふうに考えております。直接的な方法論の簡素化というのは当たり前の話なんですけれども、

いかに実行するためには、やはり声を大にしていきたいというふうに考えております。 

○天野 ありがとうございます。 
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 次に、アントニオさん、中国でこの新しいプロジェクトを実行できたということ、成功され

たということで、おめでとうございます。しかし、このＡＲ/ＣＤＭを運用可能にするための

キーポイントは何になるんでしょうか。既にいろんな提案がなされております。登録しようと

いう試みがなされておりますけれども、まだなかなかうまくいっておりません。しかし、アン

トニオさんのところではもう成功裏に行われているわけですけれども、その部分でキーポイン

トは何なのでしょうか。 

○アントニオ 本当に私にもよくわからないんです。 

 というのは、我々の具体的なプロジェクトにおきましては、ほとんどの時間を、このリーク

の問題解決に多くの時間を費やしました。漏出の問題です。このモダリティー、様式に関して、

このシンクＣＤＭのモダリティーに関しさまざまな要件があって、それを満たすためにいろい

ろやると、そこからリークの問題が出てきたわけです。 

 将来的に、この交渉の中での私の役割ですけれども、交渉の中でエキスパートからできるだ

け提案を得て、将来の約束期間に向けての実行についての改善を図ろうということなんです。

それが今言えることでしょうか。 

 確かにほかのパネリストの専門家の意見も、私も同感です。できるだけ既に合意されている

方法論を使うというようなことですね。今、この第１約束期間におきましては、ルール、モダ

リティーについては合意がされておりますので、できるだけそれを使っていくということです。

そして、その簡素化を検討していくと。次回の約束期間での簡素化を図るということです。 

○天野 アントニオ、ありがとうございました。 

 では、岡田さんの方で、今度は審査をする側の、バリデーションの側として、このあたりを

一番気をつければいいというようなところをもう一度お話をいただけたらと思いますが。 

○岡田 バリデーションもそうですけれども、ちょっと話はそれるかもしれませんけれども、

方法論をいかに通しやすくするかと。先ほど、ソフィスティックな要求もあるという話でした

けれども、今のメソドロジーの承認のされ方が、どちらかというと 初にそちらを承認して、

後でジェネラルなものにするという傾向があるんじゃないかなと。先にできるだけソフィステ

ィックなものを承認するなり、例えばスモールの方法論であれば、これは提案によらなくても

いい。ＥＢが開発していけるものだと思いますので、そういった事例をふやすということで、

それをだんだん少しでもジェネラルにしていくという方向があるんじゃないかなと思います。 

 そしてあと、少しでも我々も経験を積まないといけないと思っておりますので、プロジェク

トが出てきてほしいんですけれども、そういった環境を整えていただく。これは国際交渉の場
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からの話になるかもしれないですけれども、インセンティブをやっぱりもっとふやしてほしい

なと。今たまたま、これもスモールの上限を引き上げようという動きがありますけれども、そ

ういうふうにしないと、それがどのぐらいのメリットと感じられるかどうかはわからないです

けれども、そういうふうに少しでもやる側の立場に立って交渉していただくというふうに考え

ていただければなと思います。 

○天野 ありがとうございました。 

 先ほどから何度も同じような質問で黒木さんに申しわけありません。何か 後に補足される

ことでもありましたらお願いいたします。 

○黒木 ちょっと視点は変わるかもしれませんけれども、これはデスクリビューアーからはい

つも言われていますし、それから、張さんとも先週のワーキンググループの中で２人でしゃべ

ったときにした話題なんですけれども、デスクリビューアーは、ダイレクトにプロジェクトパ

ーティシパントとコンタクトをして意見交換をしたいという希望は非常に強いです。 

 というのは、先ほども、何をＡＲワーキンググループが求めているのかわからないというよ

うな。これはお互いそういうことがあるんで。ただ、もちろんそれを許すと癒着とかそういう

問題があるので、私もダイレクトコンタクトができるようになるとは思いませんけれども、そ

れに取ってかわるような、ＥＢあるいはＡＲワーキンググループと参加者がもっといいコミュ

ニケーションをとれる方法を考えていかないと、今のままでは、なかなかこれがうまくいって

いない。 

 もうちょっと正直に言いますと、ＥＢの大半はＤＯＥに対しては非常に不信感を持ち始めて

いると。逆にＤＯＥの方も、一体ＥＢは何を考えてやっているんだというようなことで、だん

だん溝が深まってくるような段階、ちょっとそういうような個人的な危機感を持っています。

ＡＲワーキンググループでも、なかなかコミュニケーションがとれずに、 後の詰めのところ

で失敗するというところも結構見られて、それはみんなデスクリビューアーは切実に考えてい

るので、そのあたりを私どもの方も何とか変えていきたいと思います。 

 それから、これもスピーチのときに言ったので繰り返しになりますけれども、ぜひパブリッ

クコメントを皆さんよろしくお願いします。これがあると、きちんとそれを我々として酌み取

って何かしなければいけないということにルール上なっていますし、それが来るのを非常に

我々としても期待をしております。日本からのコメントは非常に少ないので、ぜひ、そのレベ

ルにかかわらず、いろんな意見をパブリックコメントに出していただければと思います。 

 それから、先ほどからツールとかガイダンスとかというの、これは開発していますけれども、
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これについてもパブリックコメントをいつも求めておりますので、ぜひそのあたりに皆様から

のインプットがたくさん来て、我々とそういうプロジェクトパーティシパントの間隔がぐっと

狭まるということを期待しておりますので、よろしくお願いします。 

○天野 ありがとうございました。 

 後に、少し張さんの方からもう一度コメントをいただこうと思いますので。 

○張 １点だけ申し上げたいと思います。 

 アプローチ、メソッドがもう既に確立されているわけですから、準備をされているＰＤＤ、

特に準備の段階では、すべてＰＤＤで言ったことがプラスで、検証可能なもので、実証可能な

もので、証拠があって、ＤＯＥにも提供できるものでないといけないというのを申し上げたい

と思います。すべて透明性があって、好意的に受けとめられないと、ＰＤＤで見たものを受け

入れることはできないというふうに思います。 

○天野 張博士、ありがとうございました。 

 一応皆さんのご意見を聞いたのですが、全体をまとめてみます。これからＡＲ/ＣＤＭを実

際に登録をしてクレジットをつくり出すというためには、我々自身、これまではＡＲ/ＣＤＭ

がどんなものかということを勉強するだけだったですが、これからは、その我々が持っている

考えとか、あるいは実際により適切なＡＲ/ＣＤＭの構造というのをこちらからも発信をして、

それを理事会に反映する、あるいは日本の交渉担当者の方にそういった圧力をかけないといい

方向には変わっていかないだろうというようなことが、皆さんのご意見だったと思います。 

 そういうことを考えますと、私はこれまで何度もこで司会をさせていただいたんですが、少

しずつ、実際にプロジェクトを通すにはどうしたらいいのかということを皆さんで考えるワー

クショップに変わってきたのかなと感じました。これまでは、ＡＲ/ＣＤＭは実際にどんなも

のか、それでそれからどんな利益が出てくるのかということを知ることの方に中心がありまし

たが、これからは何をどうするという段階になってきました。 

 しかも、今第２約束期間の交渉がちょうどこれから始まってきます。ですから、そういった

中で、第２約束期間ではより通りやすいような、あるいはより実施しやすいような吸収源のＣ

ＤＭを皆さんのお力も合わせてつくっていきたいというふうに思います。 

 それでは、予定の時間を少々超してしまって申しわけありませんでしたが、これでパネルデ

ィスカッションを終わりたいと思います。 

 どうもパネラーの皆さんありがとうございました。 

○司会 天野先生を初め７名の講師の先生方、本当に長時間にわたりまして、具体的な事例の
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報告とか、それに絡みますけれども、こんなルールを改善してほしいとかいうリクエストとか、

あるいはＤＯＥとＥＢの関係とか、非常に興味深い話を長時間にわたりまして本当にありがと

うございました。 

 これをもちまして本日の吸収源ＣＤＭ国際フォーラムを終了させていただきます。 

 また 後に改めて講師の先生方に盛大な拍手をよろしくお願いいたします。 

 

〔拍  手〕 

 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、会場の皆様方に２点ほど連絡させていただきます。 

 冒頭申し上げましたが、アンケートでございますが、出口のところに段ボール箱を用意して

おります。その中に入れていただければ幸いかと思います。 

 それから、レシーバーでございますが、決して持ち帰られることなく、机の上にそのまま置

いておいていただきたいと思います。数をチェックいたしますものですから、机の上に、その

ままで結構でございますので置いておいていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 本日はどうもありがとうございました。 
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ＥＢなどの情報ＥＢなどの情報

UNFCCCUNFCCC条約事務局：ＥＢ、ＡＲＷＧ等の動き、決定文書、他条約事務局：ＥＢ、ＡＲＷＧ等の動き、決定文書、他

http://http://cdm.unfccc.intcdm.unfccc.int//

林野庁（ヘルプデスク）：植林ＣＤＭ解説書「ロードマップ」掲載林野庁（ヘルプデスク）：植林ＣＤＭ解説書「ロードマップ」掲載

http://http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/cdm/top.htmwww.rinya.maff.go.jp/seisaku/cdm/top.htm

海外産業植林センター：方法論、ツールなどの翻訳版海外産業植林センター：方法論、ツールなどの翻訳版

http://www.jopp.or.jp/CDM/index.htmlhttp://www.jopp.or.jp/CDM/index.html

京都メカニズム情報プラットフォーム（海外環境協力センター）京都メカニズム情報プラットフォーム（海外環境協力センター）

http://www.http://www.kyomecha.orgkyomecha.org//index.htmlindex.html

地球環境センター地球環境センター

http://http://gec.jp/jp/gec.jp/jp/index.htmlindex.html

植林植林CDM CDM ロードマップ（林野庁ロードマップ（林野庁HPHP））
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林野庁林野庁HPHPヘルプデスクヘルプデスク

林野庁海外林業協力室・赤堀林野庁海外林業協力室・赤堀

satoshi_akahori@nm.maff.go.jpsatoshi_akahori@nm.maff.go.jp
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Baseline and Monitoring 
Methodology: AR-AM0001

Xiaoquan Zhang and 
Bernhard Schlamadinger

To Make the To Make the methmeth as simple as possibleas simple as possible and make and make 
it it successsuccess as a start of other as a start of other methsmeths: : 

Complicated modalities and proceduresComplicated modalities and procedures

No successful No successful methmeth

Based the Based the methmeth on degraded land thaton degraded land that

Is economically unattractive: no activity Is economically unattractive: no activity 
displacement and easy to justify displacement and easy to justify additionalityadditionality

Has carbon stock decreased and decreasing in the Has carbon stock decreased and decreasing in the 
absence of AR: zero stock changeabsence of AR: zero stock change

Allow to make a conservative simple assumption Allow to make a conservative simple assumption 
in baseline scenario.  in baseline scenario.  
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Reforestation on degraded land
Scope: Scope: 

Restoration of natural forest and plantation Restoration of natural forest and plantation 
(with harvesting) on (tropical) degraded and (with harvesting) on (tropical) degraded and 
degrading land by tree planting or airdegrading land by tree planting or air--seeding. seeding. 
Aboveground and belowground biomass are Aboveground and belowground biomass are 
the only carbon pools considered.the only carbon pools considered.

Conditions
No activity shifting: Project can provide at least same No activity shifting: Project can provide at least same 
quantity and quality of goods and services.quantity and quality of goods and services.
Lands to be reforested are Lands to be reforested are severely degraded/degradingseverely degraded/degrading
Environmental conditions and humanEnvironmental conditions and human--caused degradation caused degradation 
do not permit the encroachment of natural forest do not permit the encroachment of natural forest 
vegetationvegetation. . 
Lands will be reforested by Lands will be reforested by direct planting and/or direct planting and/or 
seedingseeding

Site preparation does not cause Site preparation does not cause significant longsignificant long--term term 
net emissions from soilnet emissions from soil carbon;carbon;
The The baseline land uses are economically unattractivebaseline land uses are economically unattractive, , 
because of degraded feature and low social demand for the because of degraded feature and low social demand for the 
land. land. 
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Conditions (Cont)
Carbon stocks in soil organic matter, litter and Carbon stocks in soil organic matter, litter and 
deadwood can be expected to deadwood can be expected to decrease more or decrease more or 
increase lessincrease less in the absence of the project activity, in the absence of the project activity, 
relative to the project scenario;relative to the project scenario;
LimittedLimitted grazing;grazing;
Both national and local government may be Both national and local government may be 
enthusiastic to restore forests, but apparent enthusiastic to restore forests, but apparent 
financial and other barriersfinancial and other barriers can be identified. can be identified. 
Baseline approach 22(a)Baseline approach 22(a) (existing or historical (existing or historical 
changes in carbon stocks in the carbon pools changes in carbon stocks in the carbon pools 
with the project boundary) is the most with the project boundary) is the most 
appropriate choice for determination of the appropriate choice for determination of the 
baseline scenario.baseline scenario.

Other features
Carbon pools: aboveCarbon pools: above--ground and belowground and below--ground ground 
biomassbiomass

Uses conservative assumptions in several places Uses conservative assumptions in several places 
(omitting soils, litter and dead wood; zero stock (omitting soils, litter and dead wood; zero stock 
change)change)

Allows for individual trees on the site at start of Allows for individual trees on the site at start of 
projectproject

StratificationStratification

Land use / cover maps plus satellite imagesLand use / cover maps plus satellite images

Standard Standard additionalityadditionality tool is usedtool is used
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Justification of Baseline approach (a)

Degraded land resulting from human degradation and Degraded land resulting from human degradation and 
unfavorable environment. Without significant change ofunfavorable environment. Without significant change of 
socialsocial--economic and environmental regimes, their economic and environmental regimes, their 
status will not change. status will not change. 

Agricultural land use, commercial timber plantations Agricultural land use, commercial timber plantations 
and other land uses are economically unattractive. and other land uses are economically unattractive. 

Financial barriersFinancial barriers (no funds, commercial loans (no funds, commercial loans 
unavailable), unavailable), technical barrierstechnical barriers (e.g., lack of capacity (e.g., lack of capacity 
of successful planting and management), inadequate of successful planting and management), inadequate 
institutional institutional arrangement, and/or arrangement, and/or market risksmarket risks also also 
prevent use of land for economic revenue.prevent use of land for economic revenue.

(b), (c) were not used because
status of degraded land is economically status of degraded land is economically 
unattractiveunattractive

No economically attractive alternative existsNo economically attractive alternative exists

((…… except for reforestation with CDM funding)except for reforestation with CDM funding)

(c) is similar to (a) and could have been used(c) is similar to (a) and could have been used
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Baseline scenario: steps
StratificationStratification

SoilSoil
ClimateClimate
previous land useprevious land use
existing vegetationexisting vegetation
tree species to be plantedtree species to be planted
year to be plantedyear to be planted
anthropogenic influence, etc.anthropogenic influence, etc.

Baseline scenario: steps
Selection of most plausible baseline scenarioSelection of most plausible baseline scenario

Identify plausible alternative land usesIdentify plausible alternative land uses
Demonstrate that the most plausible scenario isDemonstrate that the most plausible scenario is 
to remain degrading in absence of the projectto remain degrading in absence of the project
demonstrate that the lands are really demonstrate that the lands are really ““degradeddegraded””
•• Vegetation degradation (continuing Vegetation degradation (continuing 

disturbance)disturbance)
•• Soil degradation (erosion)Soil degradation (erosion)
•• Natural encroachment impossible Natural encroachment impossible 
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Baseline scenario: steps
Determine baseline carbon stock changesDetermine baseline carbon stock changes

Lands without trees: ZeroLands without trees: Zero--stock changestock change
LandsLands with trees: with trees: 

IPCC methodsIPCC methods
YYield dataield data,, allometricallometric equations equations ……
local or national or IPCClocal or national or IPCC default parametersdefault parameters

Land eligibility

Historical land use / cover mapsHistorical land use / cover maps

Satellite imagesSatellite images

Interviews with landownersInterviews with landowners

Around 1990 + before the project startsAround 1990 + before the project starts



7

Additionality test
Step 1: Alternatives to the project scenarioStep 1: Alternatives to the project scenario

Modification: only continuation of degraded status is Modification: only continuation of degraded status is 
consideredconsidered

Step 2: Investment analysisStep 2: Investment analysis
Modification: Investment comparison analysis (option II) not Modification: Investment comparison analysis (option II) not 
applicable, as baseline has no economic use. applicable, as baseline has no economic use. 
China project uses benchmark (III), but simple cost (I) also China project uses benchmark (III), but simple cost (I) also 
possiblepossible
WB financial analysis tool is recommended WB financial analysis tool is recommended 

Step 3: Barrier analysisStep 3: Barrier analysis
China specific: Remote area, timber markets uncertain, China specific: Remote area, timber markets uncertain, ERsERs
create certainty of incomecreate certainty of income, unavailable , unavailable preinvestmentpreinvestment and and 
loanloan

Step Step 44: Impact of CDM registration: Impact of CDM registration

Baseline / project GHG estimation
Standard IPCC GPG methodologiesStandard IPCC GPG methodologies
Local data for biomass, GPG or national default data for GHG Local data for biomass, GPG or national default data for GHG 
emissionsemissions
Carbon in biomass (baseline and project): Carbon in biomass (baseline and project): 

Method 1: Gains Method 1: Gains –– losseslosses
Method 2: StockMethod 2: Stock--change methodchange method

GHG emissions (project): GHG emissions (project): 
Fossil fuel useFossil fuel use
GHGsGHGs from site prep (e.g., burning)from site prep (e.g., burning)
GHGsGHGs from fertilizerfrom fertilizer

Leakage: Leakage: 
Fossil fuels outside project boundaryFossil fuels outside project boundary
No other leakage: degraded lands not usedNo other leakage: degraded lands not used
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Uncertainties
List sources of uncertainty and risksList sources of uncertainty and risks

Conduct sensitivity analysisConduct sensitivity analysis

Reduce uncertainties through: Reduce uncertainties through: 

StratificationStratification

Appropriate sampling frameworkAppropriate sampling framework

Omitting pools with high spatial variability (e.g., soil Omitting pools with high spatial variability (e.g., soil 
carbon)carbon)

Conservative assumptionsConservative assumptions

Feedback from desk reviewers / AR WG

Generally positiveGenerally positive

NMM: hardly any changesNMM: hardly any changes

NMB: NMB: 

Improve demonstration of state of degradation, and Improve demonstration of state of degradation, and ““no naturalno natural 
regenerationregeneration””

Stratification: describe procedures for combining maps, Stratification: describe procedures for combining maps, 
satellite images for describing variables that affect C stock satellite images for describing variables that affect C stock 
changes (cookchanges (cook--book type approach)book type approach)

Improve consideration of data uncertaintiesImprove consideration of data uncertainties

Demand to add other carbon pools Demand to add other carbon pools does not have to be does not have to be 
addressedaddressed
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Some methodologies
Building on this approved Building on this approved methmeth
Expand, using a modular approach Expand, using a modular approach 

Soil, dead wood, and/or litterSoil, dead wood, and/or litter
Emissions from planting of NEmissions from planting of N--fixing speciesfixing species
Activity displacement (leakage)Activity displacement (leakage)

GrazingGrazing
FencingFencing
Fuel wood collectingFuel wood collecting
Displacement of peopleDisplacement of people

GPSing Boundary?
Boundary (PDD), 
validated to be eligible

Boundary of actually planted area, 
in-situ measured through GPS

Not plantable due to 
unforeseeable reasons
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your 

attention
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Reforestation on degraded land Reforestation on degraded land 
for sustainable wood production  for sustainable wood production  

of woodchips in Madagascarof woodchips in Madagascar

88 February, February, 20020077

Naoto HARAGUCHINaoto HARAGUCHI
Japan Overseas Plantation Center for PulpwoodJapan Overseas Plantation Center for Pulpwood

--Applied new methodologyApplied new methodology：：ARNM0028ARNM0028--

haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 22

◆◆ The first trial as a ordinary industrial The first trial as a ordinary industrial 
plantation 1plantation 10ha0ha in 2000 in 2000 -- 20032003

a)   a)   TTechnicalechnical barrierbarrier:: dead of seedlings, dead of seedlings, poor poor 
growthgrowth due to extensive technology due to extensive technology ,, no no 
skills      skills      

b)   b)   CCustomaryustomary and environmental and environmental barrierbarrier:: wild wild 
firefire, , cyclonecyclone

c)   c)   Institutional barrier:Institutional barrier: not clear the right not clear the right 
and legal system of  landand legal system of  land--use, harvest, etc.use, harvest, etc.

d)   d)   Investment barrier:Investment barrier: Political turbulence in Political turbulence in 
2002, as a 2002, as a countrycountry riskrisk

◆◆ Abandonment of  the ordinary industrial Abandonment of  the ordinary industrial 
plantationplantation

Background 1 :
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haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 33

◆◆ Started as Started as A/R CDM A/R CDM project activity in 2005 project activity in 2005 

a)  Established a)  Established pilot pilot plantation 100ha as plantation 100ha as A/R A/R 
CDM project activityCDM project activity in Marchin March, 2006, 2006. . 

b)   Applied b)   Applied A/R new methodology A/R new methodology in in June, 2006June, 2006..
c)c) Judgment  B as a possibly reconsider the Judgment  B as a possibly reconsider the 

case in December, 2006.case in December, 2006.
d)  Amendment to meet the advices of A/R WG.      d)  Amendment to meet the advices of A/R WG.      

◆◆ CDM CDM adviseradviser::
Naoto HARAGUCHI, JOPPNaoto HARAGUCHI, JOPP
Hozuma SEKINE, Mitsubishi Research Inc.Hozuma SEKINE, Mitsubishi Research Inc.
Yasuko NOMURA, Misuzu sustainability. R. Inc. Yasuko NOMURA, Misuzu sustainability. R. Inc. 
Naoki MATSUO, Climate Experts Ltd.Naoki MATSUO, Climate Experts Ltd.

Background 2 :

haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 44

General information :General information : LLeast east DDeveloped eveloped CCountryountry, , 

Country areaCountry area：：587587,000,000km2km2，，PopulationPopulation：：1616millionmillion

Project  AreaProject  Area

Gross Gross 
National National 
IncomeIncome::
290$/290$/personperson

Forest area:Forest area:
11million ha11million ha

Deforestation
-117,000ha   
-0.9％/year

(in 1990～2000）
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◆◆ The main additional applicability conditions The main additional applicability conditions 
(based on AR(based on AR--AM0001)AM0001)

・・ Sustainable wood production: planting, logging, Sustainable wood production: planting, logging, 
and reand re--planting.planting.

・・ Using Remote Sensing Data for selection of sample Using Remote Sensing Data for selection of sample 
plot plot (no(no--using R.S.D. for regression of biomass),using R.S.D. for regression of biomass),

・・ Agreement with the locals about land use,Agreement with the locals about land use,
・・ Dispose of Dispose of wastewaste for low environmental impacts,for low environmental impacts,
・・ Biomass burning for site preparation, and othersBiomass burning for site preparation, and others..

ARNM0028:ARNM0028:
Afforestation or reforstation on degraded land for Afforestation or reforstation on degraded land for 
sustainable wood production using remote sustainable wood production using remote 
sensing data to sensing data to measure carbon stock changemeasure carbon stock change

haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 66

ForestForest’’s definition of MADAGASCARs definition of MADAGASCAR
A single minimum tree crown cover of 30%A single minimum tree crown cover of 30%
A single minimum plantation area of 1haA single minimum plantation area of 1ha
A single minimum tree height of 5mA single minimum tree height of 5m



4

haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 77

Land eligibilityLand eligibility
Studies by Glen M. Green et. Al(1990)Studies by Glen M. Green et. Al(1990)
Satellite image data captured in 1990 and 2005Satellite image data captured in 1990 and 2005
Aerial photographs captured in 1950Aerial photographs captured in 1950
Results of interviews with localsResults of interviews with locals
**””Reforestation activity on degraded landReforestation activity on degraded land””

haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 88

SocioSocio--economic conditions of the local economic conditions of the local 
inhabitants: inhabitants: No social facility, only small paddy field and No social facility, only small paddy field and 
selfself--sufficiencysufficiency
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The proposed A/R CDM project activityThe proposed A/R CDM project activity
Purpose:           lPurpose:           lCER and CER and Wood rawWood raw materialsmaterials
Periods years:   from Periods years:   from 20062006 to to 20352035 (30 years)(30 years)
Project area Project area ：： Brickavill Brickavill andand Toamasina Toamasina areaarea
Plantation area: about 15,000ha over Plantation area: about 15,000ha over in nonin non--forest landforest land
SpeciesSpecies：： EucalyptusEucalyptus, Acacia, Acacia
Logging and exporting:  start in Logging and exporting:  start in 20162016 yearyear
The total fund : $18 million (U.S.) by selfThe total fund : $18 million (U.S.) by self--finance or loans finance or loans 

100100
--

15,00015,00015,00015,00015,00015,000～～2,2002,200100100100100RemainingRemaining
2,2002,200

2,2002,200

20201166

～～

～～

～～

--

00

20200808

100100

in in 20200606

2,2002,200------LoggingLogging

2,2002,2002,1002,1002,1002,10000PlantingPlanting

20172017201520152009200920200707
(Unit: ha)(Unit: ha)

haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 1010

◆◆ Support Support ““CCommunity forestommunity forest of the localof the local
inhabitantsinhabitants”” -- outside of the A/R CDM activityoutside of the A/R CDM activity

The The locals locals plant and manage trees for plant and manage trees for 
themselves as a community forest.themselves as a community forest.
Organization of forestry management and Organization of forestry management and 
fire control by themselves.fire control by themselves.
Improve the awareness of forest Improve the awareness of forest 
preservation.preservation.

◆◆ Technology transfer  to the locals and Technology transfer  to the locals and 
Malagasy government.Malagasy government.
SSeedlings eedlings , , PlantingPlanting, M, Management and anagement and 
monitoringmonitoring of  forest.of  forest.
Technology of fire control Technology of fire control 
Spread of the transferred technology to other Spread of the transferred technology to other 
areasareas
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The proposed A/R CDM project activity:

t/l CER

Baseline
Sustainable 

Forest 
Management

1

5

4

7 6

Project boundary

Degraded land Reforestation

Leakage：

Shipping Woodchip Mill Logging Harvest

haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 1212

The ex ante net anthropogenic by The ex ante net anthropogenic by sinkssinks

-750,000 

-500,000 

-250,000 

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

2,000,000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034

Years

tC
O

2-
e

Carbon stock change of project scenario Increase in GHG emmissions

Actual net GHG removals by sinks Baseline net GHG removales by sinks

Leakage Net anthropogenic GHG removals by sinks

(by the exhibited PDD (draft))
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67,57567,57551,83051,830(sub(sub--total) total) 

Establishment, etc.Establishment, etc.
Replacement CER *                 Replacement CER *                 
Operating for CDMOperating for CDM

(sub(sub--total)total)

Log selling Log selling 
lCER selling*lCER selling*

83,06183,06168,82568,825
51,83051,830
14,23614,236
1,5091,509

51,83051,830
0                    0                    
00

ExpeExpe
nsesnses

10.00%10.00%5.06%5.06%Internal rate of returnInternal rate of return (IRR=%)(IRR=%)
15,48615,48616,99516,995Cash flowCash flow

68,82568,825
14,23614,236

68,825                     68,825                     
00

InfloInflo
ww

A/R CDM A/R CDM 
project activityproject activity

OrdinaryOrdinary
industrial plantationindustrial plantation

Additionality test: Investment analysisAdditionality test: Investment analysis
(Units: ,000US$)

** CER price was calculated by the same 10.00 $/tCO2

(by the exhibited PDD (draft))

haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 1414

Potential project boundary 
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1st step:  Establishing the facilities

2nd step:  Training and transfer the skill

Improve the forestry preservation sense
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The road map to Issue t/ l CERsThe road map to Issue t/ l CERs

PDD

New methodology

A/R CDM Project

Sustainability

人と人をつないでNot approval

Approval from each 
Parties involved

Validation

Environmental, Socio-
economic

Stakeholders’ comments

Project boundary

Verification

Monitoring

Technology transfer/training

Legal system

Community forest

haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 1818

Kyoto 
protocol

Industrial 
action plan

A/R CDM 
developer

CER of 1st C.P.

In a voluntary group of A/R CDMIn a voluntary group of A/R CDM

*Complicated procedures

**Replacement 

*Increase in 
development cost

**Decline of t/l 
CERs value

*Combine 
with CER 

of 2nd C.P.

**Evaluate 
the 

benefits 



10

haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 1919

Social

Environmental

Access to Access to 
essential servicesessential services

& benefits& benefits

Economical

Environmental and socio-economical 
benefits

A/R CDM 
project

Employment

Technology Technology 
transfertransfer

CCommunity ommunity 
forestforest

Participate in

Education

SkillsSkills

Conservation 
natural 

EmpowermentEmpowerment

Poverty 
alleviation

haraguchi@jopp.or.jpharaguchi@jopp.or.jp 2020Misoatra betsaka/Thank you



IMPLEMENTATION OF LULUCF ACTIVITIES  IMPLEMENTATION OF LULUCF ACTIVITIES  
THE ITALIAN EXPERIENCE ON A/R CDMTHE ITALIAN EXPERIENCE ON A/R CDM

Lucia PeruginiLucia Perugini
University of Tuscia, Viterbo, ItalyUniversity of Tuscia, Viterbo, Italy

EE--mail: perugini@unitus.itmail: perugini@unitus.it

Antonio LumicisiAntonio Lumicisi
Ministry for the Environment, Land and Ministry for the Environment, Land and SeaSea

EE--mail: lumicisi.antonio@minambiente.itmail: lumicisi.antonio@minambiente.it

Tokyo, 8 February 2007

OutlineOutline

�� Italian domestic LULUCF activitiesItalian domestic LULUCF activities

�� Italian CDM/JI activitiesItalian CDM/JI activities

�� Italian AR CDM activities Italian AR CDM activities 
–– 2 pilot projects (Argentina and China)2 pilot projects (Argentina and China)



ITALIAN (UE) RATIFICATION 1ST JUNE 2002

NATIONAL EMISSION REDUCTION COMMITMENT: 6.5%
UE COMMITMENT:                                                  8.0% 

2,00 2,00 
(new AR (new AR 

excluded)excluded)

528,5528,516,216,2TotaleTotale

300,0300,03003001,01,0A e R (new plants: 2002A e R (new plants: 2002--2012, on areas under 2012, on areas under 
hydrogeological risk) (art. 3.3)hydrogeological risk) (art. 3.3)

200,0200,02002001,01,0A e R (new plants: 2002A e R (new plants: 2002--2012) (art. 3.3)2012) (art. 3.3)
6,06,06,06,01,01,0A e R (old plants: 1990A e R (old plants: 1990--2002) (art. 3.3)2002) (art. 3.3)
2,22,26,56,53,03,0Natural reforestation  (art. 3.3)Natural reforestation  (art. 3.3)

0,00,00,00,00,0 0,0 
(n.e.)(n.e.)

Cropland and grazing land management (art. 3.4)Cropland and grazing land management (art. 3.4)
Revegetation (art. 3.4)Revegetation (art. 3.4)

1,61,616,016,010,210,2Forest management (art. 3.4)Forest management (art. 3.4)

Net Invest. Net Invest. 
Cost Cost 
(Euro/ (Euro/ 

tCOtCO22eq.)eq.)

Invest.Invest.
MEuroMEuro

UptakeUptake
(MtCO(MtCO22eq.) eq.) 
20082008--20122012

Domestic LULUCF activitiesDomestic LULUCF activities

MtCO2eq.

GHGs Emissions in 1990 519.5

GHGs Emission in 2000 546.8

Expected GHGs Emission in 2010 587.3

Kyoto target

Role of CDM/JI to reach the target 
(political declaration)

Not yet final decision on AR CDM

15.0 – 20.0

Domestic and CDM/JI activities in the Italian PlanDomestic and CDM/JI activities in the Italian Plan

80.0 – 90.0 
Role of domestic policies and 
measures (planned; ETS included) 

Overall gap between 2010 scenario and 
Kyoto target

485.7 

101.6
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�� ITALIAN CARBON FUND:ITALIAN CARBON FUND:

In fall 2003, the World Bank entered into an agreement with the In fall 2003, the World Bank entered into an agreement with the Ministry for Ministry for 
the Environment of Italy to create a fund to purchase greenhousethe Environment of Italy to create a fund to purchase greenhouse gas gas 
emission reductions from projects in developing countries and coemission reductions from projects in developing countries and countries with untries with 
economies in transition that may be recognized under such mechaneconomies in transition that may be recognized under such mechanisms as isms as 
the Kyoto Protocol's CDM and JI. The Fund is open to the particithe Kyoto Protocol's CDM and JI. The Fund is open to the participation of pation of 
Italian private and public sector entities and has a total capitItalian private and public sector entities and has a total capital of al of $155.6 $155.6 
millionmillion..

�� DIRECT INVESTMENTS: DIRECT INVESTMENTS: 

Youth & environment pilot projects in Argentina and China.Youth & environment pilot projects in Argentina and China.

Youth & Environment Pilot Youth & Environment Pilot 
ProjectsProjects

��������	
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��



��������
���������������
���������������
���������������
�������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�

�
���	��	�����
�����
�����������
�������
�����
����
������������
���
�������� ��!������"#�����

����
�����������
��������� ����$�%����&������$�

���'���&�	��

(((( ��������������������
������������������������������������������������

Youth & Environment Pilot ProjectsYouth & Environment Pilot Projects

)���"�*�+����)���"�*�+����)���"�*�+����)���"�*�+����

Goal of the projectsGoal of the projects
,���&
���	�����'�������'�
��������	�'������	
���������	�&�	�������	
���������	�&�	�������	
���������	�&�	�������	
���������	�&�	������
+&��+�������������������'���&+����&��	��+&��+�������������������'���&+����&��	��+&��+�������������������'���&+����&��	��+&��+�������������������'���&+����&��	��

,�
�������������
�������-
���
�����������)$...)$...)$...)$... ��	��
���%������'�����'�����'�����'��
�&�	���&�	���&�	���&�	��$�����&
���	��+������+�����

��������
���	�
�����������
���	�
�����������
���	�
�����������
���	�
��� ��/����/����/����/�� ����+�������	�+����
	�����
0����
�����������
����������
�
�����������&&�
�����������&&�
�����������&&�
�����������&&�
������ ����+&
�'�����	�1�	���+	�
	��������%���������
������������	�����������
���
2�	
��������'
��+�������%�
�������'
��+�������%�
�������'
��+�������%�
�������'
��+�������%�
�����$�&�
�	���
����+����
������������������������



Local 
partners

Site 
description

Beneficiary 

Project
activities

Environmental Youth Groups in Santiago del Estero, 
Argentina

• Fundación del Sur (FS) 
• Grupo Ambiental para el 
Desarrollo (GADE)

Colonia el simbolal
Santiago del Estero

Mean annual temperature: 21.5º C(max 47º C  
min -5º C)
Mean annual precipitations: 750 - 600 mm (sub-
tropical climate)
Soil: abandoned agricultural soils due to 
salinization processes

200 young people and 40 farmers with their families will be directly 
involved 

Afforestation area: 3,000 ha
Species: Algarrobo (Prosopis alba) 
Trees spacing: 3.5 x 3.5 m

Carbon 
Credits Estimated amount in 20 yr � 200,000 tCO2



Local 
developers

Site 
description

Beneficiary 

Project 
Activities

Afforestation for Combating Desertification in Aohan 
County, Northern China

Secretariat of China National Committee for 
Implementing Programmes for Combating 
Desertification (CCICCD)

Temperature: 7.5º C (max 39.7º C  min -30º C)
Precipitations: 310 - 400 mm, between July and September
Soil: sandy soils affected by wind erosion, located at the boundary of the 
Kerqin desert

Aohan County
Inner mongolia

The proposed project covers nine state forest farms, with a total 
population of 2,311 and 705 households, of which the agricultural 
population is 2,201, accounting for 95.24% of the total; the number of 
management and technical staff is 110, accounting for 4.76% of the 
total.

Afforestation of 3,000 ha with an 
agroforestry system: Poplar (Cheng poplar 
No. 34 e 36 Populus simonii x P. nigra var. 
italica), a shrub for fodder production 
(Hedysarum mongolicum)  and annual 
leguminose species as intercropping 

Carbon 
Credits Estimated amount in 20 yr � 134,000 tCO2

Aohan County
Inner Mongolia
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Synergistic approachSynergistic approach

� Following synergistic approach, the projects were focused on the
following principles: selection of degraded sites, use of indigenous 
species, and participation of local stakeholders for the project
planning. 

� The projects have been developed in tight collaboration with 
relevant entities at national level for both conventions UNCCD and 
UNFCCC, and taking into account the principle of biodiversity 
conservation. A participatory approach has been used in order to
guarantee stakeholder participation under sustainable development 
principles. 



PROJECTSPROJECTS’’ HISTORYHISTORY

January 2005January 2005October 2005October 2005Start of the projectStart of the project

End of 2007 (tbc)End of 2007 (tbc)2007 (tbc)2007 (tbc)RegistrationRegistration

February 2007 (tbc)February 2007 (tbc)17 January 200617 January 2006New methodologies New methodologies 
submissionsubmission

Since 2005Since 2005Since 2004Since 2004Develop new Develop new 
methodologiesmethodologies

On goingOn goingOn goingOn goingPDD developmentPDD development

2004200420042004Signature of MoUsSignature of MoUs

2003200320032003Project identificationProject identification

ArgentinaArgentinaChinaChinaActionAction

CHINA METHODOLOGY CHINA METHODOLOGY 
(ARNM0020)(ARNM0020)

�� Submitted on the 17th January 2006Submitted on the 17th January 2006
�� Rated B on September 29Rated B on September 29th th 2006 (EB26)2006 (EB26)
�� Additional requests of clarification on December 15Additional requests of clarification on December 15thth

20062006
�� Main issue: Leakage due to the production of Main issue: Leakage due to the production of 

fodder from the project activitiesfodder from the project activities
�� CHCH44 emissions from enteric fermentation of forageemissions from enteric fermentation of forage--fed livestockfed livestock
�� CHCH44 emissions from manure management excreted by forageemissions from manure management excreted by forage--fed fed 

livestocklivestock



Pro Pro 
� Afforestation in the framework of the Kyoto Protocol can be viewed 

as an efficient tool not only for climate mitigation but also for 
reversing degradation processes on areas threatened by 
desertification. 

� Poor communities can gain additional benefits from the projects 
activities increasing their incomes not only related to timber wood 
production and carbon credit revenues, but also increasing the 
value of their land, otherwise unproductive.

� The involvement of the youth gives an additional value to the 
project, increasing their environmental awareness.

� The social and environmental benefits of such kind of projects are 
evident, but some compromises have been taken into account. The 
following table highlight some pro and cons of the choice taken 
during the projects planning.

ContraContra

� Poor soils decrease the growing velocity and the survival rate of 
tree species, increasing the risks of failure of the plantation.

� In some cases local populations prefer exotic species for their 
higher growth rates. (In Argentina, for example, the local people 
were more favorable to the use of Eucalyptus instead of Algarrobo, 
since there is not any example of plantation of algarrobo in the
area).

� Material for afforestation and know-how is often difficult to find (tree 
propagation, seedlings, seeds, etc.).

� High participation of local population longer requires time in the 
project preparation and therefore higher transaction costs.
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A/R CDMA/R CDMA/R CDMプロジェクトプロジェクトプロジェクト 審査プロセス審査プロセス審査プロセス

2007年2月8日

(財) 日本品質保証機構

地球環境事業部 温暖化対策認証課

岡田利水

ＪＩＦＰＲＯＪＩＦＰＲＯ 吸収源ＣＤＭ国際フォーラム吸収源ＣＤＭ国際フォーラム

DOE/AE for A/RDOE/AE for A/R

(a) Validate proposed A/R CDM project  activities 
(b) Verify and Certify net anthropogenic   

greenhouse gas removals by sinks

A/R CDM   SSC A/R CDM
(Large)

Decision            5/CMP.1 6/CMP.1
Methodology     AR-AM0001 - 5       AR-AMS0001
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認定: Validation/Scope (4, 5, 6, 7, 10, 11, 12)

=> COP10

2004/03
(CDM EB13)

追加認定: Validation/Scope (1, 2, 3, 13)

=> COP/MOP1

2005/05
(CDM EB19)

DOE/DOE/JQAJQA

t/l CERt/l CER

A/R CDM Project Activity CycleA/R CDM Project Activity Cycle

DOE Verification/Certification

EB Issuance

Approval

PP CDM-AR-PDD

DOE Validation

PP Monitoring

EB Registration

DNA

指定運営組織
Designated Operational Entity 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加者 Project Participants

指定国家機関（投資国､ﾎｽﾄ
国）
Designated National Authority

CDM理事会 Executive Board
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事業者：
PDD作成

（登録申請後、8週間の文書公開。
小規模ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは4週間｡）

文書レビュー

バリデーション
契約締結

EB：

プロジェクト登録

背景調査

事業者：
DOE選定

ベースライン・モニタリング

方法論チェック

バリデーション・

レポート

バリデーション･
チーム選定

フォローアップ
インタビュー

CAR/CLの解決
(事業者の対応)

EB：レビュー

二重枠Box ⇒ DOEの役割

バリデーション･

レポート(案)

EB：

新方法論承認

PDD公開 （45日間）

パブリックコメント

バリデーション･プロセスバリデーション･プロセス （（A/RA/R））

Guidelines/GuidanceGuidelines/Guidance

PDD作成/NM提案のためのガイドライン
- CDM-AR-PDD, CDM-AR-NM, CDM-SSC-AR-PDD
- A/R 新規方法論開発のためのTechnical Guidelines
- Glossary of CDM terms 

関連ガイダンス

- Tools/Additionality for A/R CDM project activities  
- EB Meeting Report/Annexes



•4

PDDPDD作成における留意点作成における留意点//JQAJQA

Methodologyの変更

（e.g. ACM0001/Version 05, AMS-
I.D./Version10）

Guidelines/Formatの変更

Additionality/Baseline&MP/Calculation

クレジット期間開始日の設定

SecretariatUNFCCC事務局の詳細チェック④

DOE
Completeness Check
Pre-assessment (オプション)

②

③

※③の場合､直接A/R WGの審議へ

One A/R WG 
member

グレード 1 (受理) =>A/R WGの審議へ

2 (返送)
⑤

PPs① A/R 新規方法論をDOEに提出

A/R A/R 新規方法論承認のプロセス（１）新規方法論承認のプロセス（１）
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A/R A/R 新規方法論承認のプロセス（２）新規方法論承認のプロセス（２）

A/R WGの審議 (WG members/Desk reviewers)

パブコメ１５日間

予備勧告（Preliminary Recommendation）

A/承認 or C/非承認 => Final
Clarification by PPs (4週間以内) => A/R WG
Work in Progress

EBの審議 (新規方法論の受理より4ヶ月以内）

Ａ or C
B/再提出 =>  A/R WG (Desk Review無し)

EBへの最終勧告（Final Recommendation）

A/RA/R新規方法論の審議新規方法論の審議 （１）（１）

EB決定 現Version ※期間/月
ARｰAM0001 (China)        22       2           5
ARｰAM0002 (Moldova)         24             1        11        
ARｰAM0003 (Albania) 24            2          7    
ARｰAM0004 (Honduras)       26        1                     8
ARｰAM0005 (Brazil) 28            1                   14

A/承認 ～ＥＢ２８～ＥＢ２８

※承認までの期間
(月)
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A/RA/R新規方法論の審議（２）新規方法論の審議（２）

B/再提出 (4件) 
．．． Mexico/Columbia/Costa Rica/Madagascar

C/非承認 (17件)
．．．C/S America (12), Africa (3), Asia (2)

Work in Progress/審議中 (2件)
．．．Brazil/Ecuador

Preliminary Recommendation (2件)
．．． China/Ghana

～ＥＢ２８～ＥＢ２８

バリデーション/JQAJQA

排出源プロジェクト(Large)の事例

Methodology AM0001  ACM0001 &
AMS-I.D.

Validation
- 登録済み 5 (10ヶ月) 1 (13ヶ月)

(Registered)
- 登録申請中 1                    1

(Request for Registration)
- 審査中 1                    1

( )は契約から登録までの平均期間
(月)
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バリデーション･レポートの情報バリデーション･レポートの情報 （１）（１）

Summary of the validation process and  
its conclusions

Internal quality control of DOE

List of interviewed person

All findings and conclusions

バリデーション･レポートの情報バリデーション･レポートの情報 （２）（２）

Information on the local stakeholders 
consultation by project participants 

Global Stakeholder Process

Final opinion of the DOE

Validation team
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登録申請書類登録申請書類

CDM Project Activity Registration Form 

Validation Report including all annexes

CDM-AR-PDD (Last revision)

Written Approval/Authorisation

Modalities of Communication 
of project participants with the EB

〒100-8308 東京都千代田区丸の内 ２－５－２

財) 日本品質保証機構 地球環境事業部

Tel. 81-3-6212-9333／ E-mail: cdm@jqa.jp
JQA Home Page：http://www.jqa.jp/

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました｡｡
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最近のCDM植林・再植林ワー

キンググループの活動に関して

(Current Progress of ARWG)
2007年02月08日

国際緑化推進センター （JIFPRO)

吸収源国際フォーラム

承認・拒否方法論の概要
(Registered and Rejected Methodologies)

73%8058
その他の方法論
(Other Large Scale)

35%176
植林・再植林方法論

(AR methodology)

比
(Ration)

拒否(Rejected)
認定済み
(Registered)

植林再植林の方法論は、現在までまだ６方法論しか承認されていない。
また承認されないケースの方が相当多い。

Only six methodologies have been registered, on the other hands,
seventeen methodologies have been rejected.
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植林・再植林プロジェクトの現状

プロジェクトになるとさらにその傾向が強い。承認されたプロジェクトは一
つのみで、現在のところ新たな申請も出ていない。

491その他の方法論 (Other Large Scale)

1植林・再植林プロジェクト (AR Project)

認定済み(Registered)

植林・再植林方法論の拒否の主な理由

植林・再植林の方法論の最終報告はかなりの分量になることが多い。これは
他のCDMプロジェクトに比して、植林・再植林プログラムが考慮すべき分
野が多岐にわたることからくると思われる。

報告書から見て取れる主な問題点は以下の通り。

(According to the final recommendations of rejected methodologies, 
following is main reasons;)

１．ベースラインシナリオが適切に設定されていない。

(Baseline was not selected appropriately.)
２．ベースラインシナリオとプロジェクトラインシナリオ間に不一致がみられる。

(Inconsistency between baseline scenario and project scenario.)
３．漏れ(Leakage)の取り扱いが不適切。

(Leakage, specially pre-project leakage and/or leakage monitoring 
methodologies are not properly described.) 
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最近の主な決定
(Recent Decisions)

1.植林・再植林CDMとその他のCDMの間の二重計上問題に
関しては、植林・再植林CDM側での考慮は必要ないことを
決定。

(Do not need to be consider in A/R project activities, in 
case a project includes both A/R and non-AR projects.)

2.市場漏洩について、植林・再植林CDMでは考慮しないことを
決定。（CDM-EB28)

(Market leakage should not be considered.)
3.土地の適格条件について改訂。しかしCOP/MOP3で再検討

が指示される。

(Eligibility Condition was revised but COP/MOP3 requested 
EB to improve it.)

今後の検討事項
(Topics under consideration)

1.土地の適合性検討(Eligibility for Land Use)
2. 湿地及び入植地に適用可能な小規模植林・再植林

方法論の開発

(Development of new SSC A/R methodologies 
could be applied to wetlands and settlements )

3.その他 (Others)
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植林・再植林CDMの今後

1. 適応しやすい方法論の開発

（統合方法論よりは、方法論のモジュール化）

・Necessity of improved and widely 
applicable methodologies.
・Difficulties to develop consolidated 
methodologies

2. iCER, tCERの見直しの可能性

Future possibility to create new version or 
revise of A/R CERs

植林・再植林CDMへのご関心ありがとうございます。
Thank you for your interest to the A/R CDM

http://cdm.unfccc.int/Panels/ar
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